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道徳 と自己利害

「なぜ道徳的であ るべ きか」 に対 す るD.ゴ ーシェの回答

安 彦　一　恵

Morality　 and　 Self-lnterest.　 D.　 Gauthier　 on"Why　 be　 moral?"

Kazuyoshi　 ABIKO

　古 来、〈なぜ道徳的であるべ きか(Why　 be

moral?)〉 という問いが、かつ難問の一つとし

て倫理学に回答が課されてきた。多 くの回答が

試みられてきているが、決定的なものはいまだ

存在 しない。 しかし、〈道徳的であることは合
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 り
理的であるからである〉 とい う答え方が最も

妥当なものであると考えられる。〈合理的であ

るからである〉と回答する場合には、他の場合

と異なって、更に 〈なぜ合理的であるべきか〉

と問われて も、〈そう問 うことは不適切である〉

と言うことが可能であ り、問い 一回答の無限遡

行 を断ち切 ることがで きるからであ右2)。しか

しながら、この 〈合理的である〉という回答の

提示が難事なのである。

　 〈合理的〉ということは極めて抽象的であり、

したがって多様な事象にこの述定を行うことが

できる。そこに様々なタイプの回答が提示され

ることにもなるのであるが、本稿では く自己利

害〉に関 して、その最大化 を追求するという

く合理性〉に焦点を合わせて、〈自己利害の追求

において合理的であるならば道徳的となる〉と

いうかたちの回答をテーマとして採 り上げてみ

たい。現代倫理学の、特にいわゆる英米系の展

開では、このかたちの議論が大半を占めている

からである。合理的行為として自己利害最大化

の行為を考えることは、常識的にみて先ず行わ

れるところで もある。

　このタイプの議論は、戦後ベイヤーによって

改めて提示 され、彼のその議論がその後の展開

の軸 を成 す もの とな っ てい るが 、現 在 で は ゴー

シェ(David　 Gauthier)が こ の線 で の 議 論 を 最

も緻 密 に展 開 して い る。 以 下 、 この ゴ ー シェ の

議 論 を、我 々 の コ ンテ クス トに即 して再 構 成 的

に要 約 ・紹 介 、検 討 して み た い 。
　 1)

　　引用文中も含めてこのカッコは全て、読み

易 くするために本稿筆者が付け加えたものであ

る。また強調下点も、引用文中内の もの も含め

て全て本稿筆者のものである。
　 2)

　 　cf.[12]一201、[28]一175ff.([9]一67).ま た 、

よ り原 理 的 に は、 こ の 場 合 は む しろ ドイ ツ の

「超 越 論 的 哲 学 」、 例 え ばK.一 〇.Apelの 議 論 の

検 討 が 生 産 的 で あ ろ う。cf.[10}¢59ff.

一　初期の議論(一)

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 リ
　ベイヤーはr道 徳的観点」 で、本筋として

は、〈構成員が(合 理的に)利 己的である社会

よりも、道徳的である社会の方が構成員の利益

になる〉という回答を示 している。

　 しかしながら、この回答は、多 くの論者が批
　 　 　 　 　 　 　 　 　ラ
判 し て い る よ う に 、"Why　 should　 we　be　mo・

ral?"へ の 回 答 と し て は 妥 当 で あ り え る が 、

"Wh
y　should　 l　be　moral?"へ の 回 答 と は な つ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ヨう
ていない。 しかるに、ギリシア以来 ずっと問

われてきたのは、この後者の問いである。そし

て、ベイヤー型の議論では結局こうならざるを

えない、というのが大方の結論であるが、ゴー

シェ も初期においてはそのような結論を出 して
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いる。

　我々は最初に、主に論文 『道徳性 と有利』に

即 して、我々の問題設定に沿って再構成的にま

とめるというかたちで初期ゴーシェの議論を確

認 しておきたい。

　彼は先ず、「道徳性」を次のように規定する。

　　道徳性 とは諸原理から成る一つの体系で

　あるが、それは、〈全員が受け容れ、かつ

　それに則って行為するとき全員にとって有

　利 となるような体系〉である。但し、この

　体系に則 って行為することは、或る場合に

　は人が[自 分に]不 利な行為を行うことを
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4)

　要求する。　　　　　　　　　　　 (168)

　 「但 し」以下の部分は、道徳性が、あるいは

〈なぜ道徳的であるべきか〉 という問いがそも

そも成立するために不可欠の ものである。問い

の成立は一定の 〈道徳と利害との対立〉を前提

とす る。そ して"Why　 be　moral?"問 題の回

答 は、1.道 徳性のこのような規定は妥当であ

る、2.こ のような 「不利 を行 うことの要求」

に服することが結局は自己利害の最大化に繋が

る(、 したがって合理的である)と いうことの

論証に在るのであるが、ゴーシェの議論はそう

した論証の検討である。

　では、この 「但 し」以下の部分は道徳的であ

るために妥当な規定であるか。ゴーシェはこう

述べている。

　　このフレーズは、単に、長期的に償われ

　る、あるいは超過される短期的な不利を行

　 うことを課すだけの行為のことを言ってい

　るのではない。　　　　　　　　　 (168)

ゴーシェは170で 、1.「 直接的な利害に基づ く

行為」、2.「 真 に利 口な(prudent)行 為」、3.

「相互の利益を促進するが、利口的ではない行

為」の三つを区別しているが、この分類で言う

と 「道徳性」 として考えられているのは3.な

のである。2.と して道徳的行為 を規定 し、〈道

徳と利害との対立〉を1.と2.と の間に設定し

て議論する場合も見られなくない し、また例え

ば日常の教育の現場ではそのような論じ方がむ

しろ通例であるが、換言するならゴーシェは、

対立軸を一段高次に2.と3.と の間に設定 し

ているのである。そ してゴーシェは、一応3.

の規定を 「道徳性」の妥当な規定として議論を

進めてい く。

　 しか しながら他方、3.は あくまで自己利害

追求を含むものである。例えば、〈全体の利益

のために自己利害を放棄する行為〉といったも

のではない。そういう行為であるなら、議論の

前提からは、単純に 〈不合理である〉とされる

であろう。実際テーゼの前半では、道徳性はあ

くまで 「全員にとって有利」な、 したがって当

の個人にとっても有利な体系とされている。

　では一体、このような体系はなぜ 「利口」の

体系よりも有利なのか。テーゼ前半部分で言わ

れる 「有利」とは、この 〈利口の体系〉に比べ

てである。ゴーシェは 〈嘘をつかない〉という

(単一の)ル ールから成 る道徳 を例 として挙げ

て簡単に説明している(169)。 一 このルール

が各人によって守 られている場合と、そうでは

ない場合 とを比べ ると、(例 えば商取引がス

ムーズに行 くようになって)明 らかに前者の場

合の方が各人に有利である。なるほど事情によ

っては、単に短期的にではなく長期的にも嘘を

ついた方が有利になるが、 しか し道徳性はそう

いう有利 さの追求を規制するのである。だが、

この規制に服すことによって生 じる損失は、他

人が私に嘘をつかないことによって与えられる

利益よりも少ない。つまり、利益を求めて利口

にルールを破 り合 う社会に在るよりも、(ル ー

ルを破ることによって得られるであろう可能的

利益の)損 失を引き受ける方が、各人の利益は

大 きいのである。いわゆる 「囚人のデ ィレン

マ」状況は、この構造 を端的に示 している。

(cf.172)

　 したがってまた、その意味で、道徳的である

ことは合理的なのであるが、だがゴーシェによ

るとこの論証は、"Why　 should　we　be　moral?"

への回答にしかならない。

　 ゴーシェは更にこう述べている。「このテー

ゼは、道徳性は 〈原理のその体系が受け容れら

れ、それに則って行為がなされるとき各人に最

善を与える〉という意味で全員に有利である、

ということを主張するものではない。」(169)換

言するなら、一 ゴーシェはテーゼの前半部分

の 「全員にとって有利」 というのはこのことを

述べたものであると言うが(168)一 「各人は

〔道徳性の体系を採用するとき〕、いかなる体系
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も採用 しないとき、あるいは、〈道徳性の体系

と似ているが、但 し、いかなる人にも[自 分

に]不 利な行為の遂行を要求 しない体系〉を採

用するときよりも、より善い結果を与えるであ

ろう。 しかし、いかなる体系を採用する場合よ

りもより善い結果 を与えるというわけではな

い」(169)の である。逆にみると、道徳性の体

系よりも善い結果、つまり 「最善」 を与える体

系が存在するわけである。〈自分だけは例外 と

して不利益な行為を要求されないような道徳性

の体系〉がそれである。社会として言うなら、

〈自分 を除 く全員が道徳的であって、かつ自分

だけは利口である社会〉が自分にとって最も有

利なのである。

　 つまり、このような 〈第三の社会〉の存在を

も射程に入れて言うなら、自己の利害の最大化

を志向する合理的な人間は、そのような社会の

方が自分に有利なので 「道徳性の体系」を選択

しないことになるのである。ベイヤーは合理的

人間なら 「道徳性の体系」を選択するとしてい

るが、それは、このような 〈第三の社会〉の不

在を前提 としている。全員が同じ選択をすると

前提するならそれでも構わないが、それでは、
"Wh

y　should　we　be　moral?"に 回答 した こと

にしかならないのである。 しかるに、真の問い

は"Why　 should　l　be　moral?"で ある。そして

それには、自己利害追求の合理性の観点から回

答することは不可能なのである。
　 1)

　 　 [11].但 し、 本 稿 筆 者 は1965年 の 「要 約

版 」 を用 い て い る。 な お ベ イ ヤ ー に つ い て は

[8]一122-4に 手 短 な紹 介が 在 る。
　 2)
　 　 cf.[23]一ch.8.
　 3)

　 　 [26]
　 4)

　　以下、(　 )内 、および文章中の 〈箇所 を

指示する〉数字は、第二章 までは[2]の ペー

ジ数 を、第三章以降は[5]の ページ数を示す。

二　初期の議論(二)

　以上が初期 ゴーシェの議論の主筋であるが、

いわば副次的 な議論としてい くつかの更なる考

察が同時になされている。

　 A.こ れはメインの議論では、その可能性が

無視されてい る、というか、そうではないとい

う逆の状況が仮定されているところであるが、

ゴーシェは177で 「新 しい状況」を想定 してい

る。それは、マ トリックスで次のように表され

る状況である。

甲

　

反

1

　

逢

引

乙　

守

2

　

連

歌

　

　

守

　

　

遵

違 反 　 1,4　 2,3

(各組の左側の数字は甲の、右側の数字は

　乙の選好順位である。)　　　　　 (177)

メインの議論において想定されていた状況一

これを以下 〈状況1>と 呼び、上の状況を 〈状

況H>と 呼ぶ一 は、同じくマ トリックスで表

す と

甲

　　　　　乙

　　　遵守　違反

遵守　2,2　 4,1

違 反 　1,4　 3,3

(172)

であ り、ここにおいては く相互 に遵守するこ

と〉が く相互に違反すること〉に対 して 〈相互

に有利〉であったのに対 して、〈状況H>の 下

では、甲にとっては く相互に違反す る〉方が

〈相互に遵守する〉よりも有利 になる。い うま

でもなく道徳的であることはこの場合 「遵守」

を選ぶことであるが、メインの議論での状況設

定では、道徳的であることが、双方が同じ選択

をするという条件下では自己利害的根拠をもっ

ていたのに対 して、〈状況H>の 下ではそうで

はないのである。

　 ゴーシェはここで 「我々の日常的な道徳観」

(176)で は、道徳的であることはこのような場

合においても 「遵守」を命 じる、 と述べる。こ

のような場合における 「遵守」は換言すれば

「[真]の 犠牲」であるが、日常的道徳では 「犠

牲」もまた求められているのである。
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　 B.ゴ ーシェは、この 「犠牲」に加えて 「公

正への配慮」が、「日常的道徳観」に含 まれて

いるとする(177)。 「公正への配慮」はここで

は、〈協同を維持するために相手に配慮 して、

損にならない範囲で自分の利益 を若干譲る〉と

い うことに対 する 「他者 の利益へ の本当の

(real)配 慮」 として、「[自分 の]有 利を、全

員に開かれた機会を平等化する意図をもって制

限すること」(179)と して考えられている。 し

か し、自己利害追求の合理性からそういう 「公

正」 を導出す ることは不可能であるとされる

(cf.180)。

　 C.ゴ ーシェは、〈全員が道徳的である社会〉

は、〈全員が利口的である社会〉 よりも全員に

有利 とはなるが、或る個人にとっては、いわば

〈第三の社会〉である くその人だけは利口的で

ある社会〉が最も有利である、と言うわけだが、

これに対 しては一つの反論が考えられる。それ

は、端的に言えば、そのような 〈第三の社会〉

は存在 しえない、というものである。なぜ存在

しえないのかというと、或る個人が道徳的であ

るか利口的であるかということは、他の人々に

影響を与えるものであって、或る人が利口的で

あるということは、他の人々がその人に対 して

は道徳的に対応しないということを帰結するか

らである。 したが って、そこに現出するのは

く互いに利口的に対 し合う関係〉であって、そ

れはその当人にとって、〈自分を含めて全員が

道徳的である関係〉よりも不利である。それゆ

え"Why　 should　I　be　moral?"と いう問いに対

して.も自己利害追求的観点から回答することが

できるのである。あるいはいま少 し控えめに言

って、この問いに対する否定的回答は、〈自分

の在 り様が他者の在 り様に影響 を与えないと仮

定すること〉を前提として初めて言えることで

ある。

　予想 されるこの反論に対 してゴーシェは、

「自分自身が道徳性 を遵守することは他の人が

何をするかから独立であるということが、道徳

を利口か ら区別するために要求される」(175)

ので、そのような影響関係を考えるべ きではな

い、と再反論 している。

　 D.ゴ ーシェはまた、同時にベイヤーに対 し

ていま少 し詳細にも立ち入 りつつ、メインの議

論への補完を行っている。

　ゴーシェは、「自分が行ったコミットメント」、

つまり何 らかの 「合意」を 「遵守する」ことを

可 能 にす る 「能力」 と して 「信頼性(trust・

worthiness)」(176)の 観点か ら、人の分類を

行 っている。先ず、先の三分類で挙げた 「利口

的」人はこの 「信頼性」を持たない人、(い ま

までに言う)「道徳的」人は 「利口的だが信頼

できる人」(176)と 規定される。そして、後者

の信頼性 も完全ではないとして(176)、 完全な

信頼性 を持つ人 を端 的に 「信頼 で きる人」

(178)と して別に分類する。

　 「利 口的だが信頼できる人」であって も、一

旦合意 した事項は、仮に秘密裏 に違反 してより

大 きな利益を得ることがで きるとして もなお合

意事項を遵守し続けるが、しか しそれはあ くま

で、合意状態そのものは非 一合意状態よりも自

分にとって有利であるという限りにおいてであ

る。したがって、先に挙げた 〈状況1>が く状

況H>に その後変化するような時は合意を破棄

することになる。これに対 して 「信頼で きる

人」は、そういう場合でも最初に結ばれた合意

をなお遵守 し続ける。「道徳的」人間 としてよ

り妥当な規定は、このような 「信頼できる人」

ではなかろうか。

　 では、このような 「信頼できる人」は合理的

であろうか。「信頼で きる人」は、自分の不利

になる状態であっても結果的にはそれを引 き受

けることも在るわけであるが、しかし他方逆に、

単に 「利口的ではあるが信頼できる」人がもち

えない有利をもつとも考えられる。なぜなら、

状況 によっては、 このような人にのみ可能な

(別の、有利 な)合 意関係 というもの も在 りう

るからである。そうであるなら、このような人

こそ(自 己利害の最大化という点で)合 理的で

あると言えなくもない。だがゴーシェによるな

ら、そうであるとして も、自己利害の最大化に

繋が りうるためには、相手 も 「信頼で きる人」

である必要が在る。したがって、「互いに相手

がこのような人であることを知っている信頼で

きる人々だけが、合理的にそのような合意に入

り、またそこから利益を得ることができるにす
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ぎな い 。」(178)

　 ベ イ ヤ ー の 「道 徳 的観 点 」 は厳 密 に は 、 こ の

「信 頼 で き る 人 」 の 観 点 で あ る と考 え ら れ る

(178の 。 そ して ベ イ ヤ ー は更 に 、「道 徳 性 よ り

も開 明 的 な 自己利 害 に従 う方 が よ り利益 に な る

とい うこ と も在 りえ る」 こ と を認 め る(178の 。

しか しベ イ ヤ ー は そ れ で も基 本 的 に、 道 徳 的 観

点 を採 る 方 が 「理 に か な っ て い る(reasona・

ble)」(cf.19)と す る。 こ こ か らす る な ら厳 密

に は、 道 徳 性 と は 「各 人 が 、 全 員 に よ って 採

用 ・遵 守 され る と き 自分 に有 利 で あ る と最 初 に

期 待 し う る原 理 体 系 で あ る。 そ うで あ って 、現

実 に各 人 に 有利 で あ る体 系 で は な い」(179)と

じ・ろ こ とに な る。 しか しなが らゴ ー シェ に よれ

ば、「期待」はベイヤー自身認めるように 〈実

際〉ではない。「道徳的観点」の採用は、〈実

際〉には有利にも不利にもなりうる。 したがっ

て、自己利害から出発する限り、反対の予想に

基づいて 〈開明的な自己利害に従 うべ し〉と同

様の権利をもって主張できる。(cf.18f)。

　更にゴーシェによるなら、ベイヤーの 「道徳

的観点」はそれで もなお自分の有利を前提とし

ている。 したがって、初めから自分には不利に

なると予想で きる合意は取 り結ばないであろう。

そういう 「道徳的観点」をもつ人でも、一旦結

ばれた合意は、その後その合意が自分には不利

であるとわか っもなお遵守 し続ける。その意味

で 「信頼できる人」ではある。しかし、そうい

う人が合意を取 り結ぶ際の観点はやはり自分の

有利に在る。「相互に有利」な合意を取 り結ぶ

といって も、それはやはり自分の有利に繋がる

と期待 されているか らである。 したが って、

(予想違いに よって)現 実には 「犠牲」がなさ

れるとして も、それは一定の限界内に在る。こ

こにはまだ、 日常的道徳の要素である 「公正」 ・

が欠如 している。(179)

　 この よ う に ゴー シェ は問 題 を必 ず し も単 純 に

処 理 して い な い の で は あ るが 、 そ こか ら見 て も

全 体 と して の 結 論 は同 じで あ る。 明確 に こ う結

ば れ て い る。 「道 徳 性 を全 員 に とっ て 有利 な原

理 の 体 系 と し て 性 格 づ け る こ と は、"Why

should　I　be　moral?"と い う問 いへ の 回 答 と は

な らな い 。」(180)こ れ は、"Why　 be　moral?"

問題への一般的見解とも大体においては一致す

るものである。しかしなが ら、これに対 して後

期のゴーシェは、道徳性をまさしくこの 「有利

な原理体系」として性格づけ、かつ自己利害の

最大化を志向する合理性 として根拠づけるので

ある。では一体どのような論証によってである

のか。

三　論証戦略の設定

　　 他の人々との相互行為を含む一定の状況

　 のなかで個人は、自分自身の利害あるいは

　 有益の追求を、道徳性 を性格づける公平性

　 を表現する原理への合致へ と制約する限り

　 においてのみ、合理的に選択する。合理的

　 に選択するためには、人は道徳的に選択 し

　 なければならない。……道徳性は、合的選

　 択が もつ非 一道徳的諸前提から来る合理的

　 制約 として生 じえるのである。　　　　 (4)

　　 合理的人間は、自分自身の利害の最大限

　 の充足を求めようとする。　　　　　　 (7)

　 我々はこの二つの引用文から、初期同様に、

自己利害追求の合理性からの道徳性の導出とい

う戦略が、 しか しここでは批判的検討の対象で

はなく、まさしく自らの戦略として設定されて

いるのを知ることができる。ゴーシェは、自己

利害を最大限に充足させるという意味で合理的

.であるなら道徳的でなければならない、という

かたちで"Why　 be　moral?"問 題に回答 しよ

うとするのである。 しかも、その際明確に、合

理性か らの道徳性の導出の様々な試みが、(導

出可能となるように)予 め 「合理性」を適合的

に規定 し、そのため導出そのものには成功する

として も 「合理性」 を何 らかのかたちで既に

「道徳的」に規定 して しまっているという事態

を強 く意識 して、合理性 を 〈認識論的 に中立
　 け
に〉 規定 しようとする。 もちろん純理論的に

言 うなら く合理性=自 己利害の最大化〉という

規定 も 〈中立的〉でないと言いうるが、ゴーシ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の
エが 「合理性の普遍主義的概念」⑦ として退

ける 〈既に公平性を内含する規定〉と比べてこ

の規定は一応 〈中立的〉であると了承しておい

て構わないと考えられる。

　 更にゴーシェはこの 「合理性」を、あくまで
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「個人」に とっての合理性 として考える。〈回

答〉はあ くまで 「個人の立場」、 しか も例えば

「理想的観察者」や 「公平な統治者」(という個

人)で はな く、「交渉に実際に(actually)関 わ

っている個人」(151,266)の 立場から成され

る。我々は、"Why　should∬be　moral?"へ の回答

として、これは有効な戦略設定であると考える。

　ゴーシェは、「道徳性」を 「公平性」=「公正」

をもって特徴づけている。これは初期において

は、日常的道徳観念には本質的要素として含 ま

れるとされながらも議論のメインからは外 され

ていたものである。 しかし、「公正」を 「道徳

性」の規定から外すことは不自然である。その

意味でここでは、論点の自然化がなされている

と言える。そ してそれは、根拠づけをより難 し

くするという意味で論点の尖鋭化で もある。 し

かし他方、同じく日常的道徳観念の本質的要素

とされていた 「犠牲」については、これは広い

概念であって最大のものとしては利他主義をも

含意 しうるが、そういうものまで含むものとし

ては 「道徳性」の規定から外されているように

見られる。但 し、(他 人の有利の方に向かうと

いう場合の)「公正」は或る限界で 「犠牲」を
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ヨ　

含むと言 うことはできる 。
　 D
　 　 [13].但 しCampbell,　 R.は 、 ゴ ー シェ も結

局 は 〈中立 性 〉 を破 っ て い る と批 判 して い る。
　 2)

　 　 ゴ ー シ ェ は 、Nagel,　 Th.とHareに こ れ が

み ら れ る と して い る(6)。

　 3)

　　但し、初期に言う 「公正」が利他主義に近

く設定されているのに対 して、ここではいわば

〈自他に中立な 「公正」〉の概念が採用されてい

る。

四　「ミニマックス相対譲歩の原理」

　ゴーシェは議論のゲーム理論的=合 理的交渉

理論的発展 に定位 して、先ず一般的に、一

我々の議論に必要な限 りで最大限に要約 して紹

介するが一 「囚人のディレンマ」状況に即

して、(「完全競争市場」の不在の下では)非 一

協 力 的 相 互行 為 よ り も協 力 的相 互 行 為

(co-operative　interaction)の 方が各 人の効用

(=利 益)最 大化 に繋がることを論証する。そ

して、その協力のための 「交渉(bargaining)」

の 「公正」な妥結点 という観点か ら、かつ、交

渉の妥結は当事者達が互いに 「譲歩」 し合うと

ころに達成されるものとしつつその譲歩の 「公

正」な在 り方の原理として 「ミニマックス相対
　 　 　 　 　 り
譲歩の原理」 を提示する。

　 「交渉」は当事者達が 「譲歩」し合 うところ

に初めて妥結点を見い出しうるのだが、ゴーシ

ェは、「効用」の 「個人間比較」の方法を採 ら

ない(127)。 そうすると 「譲歩の絶対量」は各

交渉者の譲歩を関係づけるための基礎 を提供で

きない(134)。 しかし他方、関係づけられるの

でなければ各人の譲歩の折 り合い、 したがって

交渉の妥結は達成 されない。そこでこの原理は、

或る人が、「交渉の初期状態」においてもって

いる効用 をu'、 交渉 において要求する効用を

u鉾、(相 互)譲 歩 の 「[期待 され る]結 果

(outcome)」 として もつ効用 をuと 表記するな

ら、[(u#一 の/(u#一uつ]と して表記 され る

「相対的譲歩」に着 目す る。そして、各人のこ

の 「相対的譲歩」量は個人間比較が可能である

が(cf.139)、 原理はこの 「相対的譲歩」に即

して、その最大値が最小になることを求める。

交渉当事者各人の(相 対的)譲 歩量に相違が在

るとして、当事者のなかで最も多 く譲歩する者

の譲歩量ができるだけ小さくなることが求めら

れるのである。この 「ミニマ ックス相対譲歩」

状態の極限状態は、言うまで もなく全員の 「相

対的譲歩」量が等 しい状態であるが、「大部分

のケースにおいて、ミニマ ックス相対譲歩は等
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　ン
しい相 対 譲 歩 を結 果 す る こ とに な る」(140)。

　 少 し く遡 って説 明 しつ つ 例 示 しよ う。 い ま或

る所 で行 わ れ るパ ーテ ィ にJane(J)とBrian(B)

が 招 待 され て い る。Jは パ ー テ ィ に 出 た い と非

常 に 強 く思 って い る が 、 そ れ 以 上 にBと は 同

席 した くな い と思 って い る。 一 方Bも 非 常 に

強 くパ ー テ ィ に出 た い と思 い 、 そ して そ れ以 上

にJに 会 い た い と思 って い る。 等 々。 こ れ をマ

トリ ック スで 表 す と

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 B

　 　 　 　 　 　 　 　 　go　 　　 stay

　 　 　 　 　 　 　 　 (b1)　　　　(b2)

　 　 　 9・()1)　 0,1　 1,0

　 J

　 　 　 stay(J2)　　　2/3,1/6　 　1/3,1/2
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と、それぞれの場合の効用が量的に示せ るとす

る。一 このような状況が在 り、双方はそれぞ

れその効用を最大化すべ くそれぞれ 「(混合)

戦略」 を選択する とす る。そ して,」 がiiに

1/4,j2に3/4の 確率を付与する戦略を採用 し、

Bがbiに1/2,　 b2に1/2の 確率 を付与する戦略

を採用す るとき、それらから 「期待 される結
　 の
果 」 はそ れ ぞ れ の効 用 が(1/2,3/8)と な る点

で 「均 衡 」 に達 す る。(67)

　 さて そ う で あ る と して 、 こ の 値 が そ れ ぞ れ

u零の 数 値 を な す 。 そ し て 、(j1,b1)(ii,b2)

(j2,b1)(J2,b2)の 値 か ら成 る 四点 を結 ぶ 領 域 内

で 、 点(1/2,3/8)よ り右 上 に 当 た る範 囲 が 、

協 力 に よっ て期 待 で きる諸 結 果 の 範 囲 とな る。

そ の な か でJ,Bが そ れ ぞ れ 取 り う る 最 大 値

5/8,1/2が そ・れ そ れ のu#の 値 を な す 。 そ うす

る と、 い ま両 者 の 「相 対 的 譲 歩 」 の値 が 等 し く

な る とす る とそ れ ぞ れ のuの 値U」,Upは 、(5/8

-Uj)/(5/8-1/2)=(1/2-u
b)/(1/2-3/8)を こ

の 範 囲 内 で 満 た す最 大値 で あ る9/16,7/16と 定

ま って くる 。[下 図 参照]

　 ビ

1LO,.　 b,》　 　 　 :

　 　 　 　 　 　 　 　 :

　　　　　　　　 i

　　　　　　　　・i

　　　　　　　　　i

塩 ・・～1…・鑑 …
8

-

eO
q2,　 b1}

　 　 　 1　 9　 52⊥

　 　 .216833

(hgb=)

　 J

1

ば よ い の で あ る 。(cf.137)

　 1)

　　以下、単に 「原理」と記す場合 も在る。
　 2)

　 　 但 し、 ゴ ー シ ェ 自 身 記 して い る よ う に 、

Roth,　A.に よ れ ば 「常 に そ う な る わ け で は な

い」(140)。 とい うか 、「等 しい相 対 譲 歩 」 を満

たす 「解 」 が 同 時 に 「パ レー ト最 適 」一 以 下,

「パ レー ト最 適 」 は単 に 「最 適 」 と の み 記 す

一 で あ るの は 「二 人 ゲ ー ム」 の と き に限 られ

る。 そ して 実 は 「ミニマ ック相対 譲歩 の 原 理 」

は、 この 欠 点 を 克服 す るた め に修 正 と して提 示

さ れ た も の で あ る。(cf.[7]一187ff.,[18]

一165。)
　 3)

　　以下これを、ゴーシェ自身そうしているよ

うに、単に 「結果」と記す場合 も在る。

五 「ミニマックス相対譲歩の原理」の公正

0

　 なお 、 確 率 をパ ー テ ィ に出 る ・出 ない の 時 間

配 分 で あ る と解 釈 しつ つ 、 協 力 して 双 方 の 出

る ・出 ない の 時 間 を決 め た と きの期 待 効 用 をそ

れ ぞ れ9/16,7/16と す るそ の 時 間 を考 え るな ら、

一 つ の 実 行 的 値 を 導 出 で き る
。 そ の 値 は 、

(]1,b1)=7/16,(j1,b2)=9/16で あ る。 つ ま りJ

が 全 時 間 出 席 し、Bが7/16の 割 合 で 出 席 す れ

　 さ て、 この 「ミニ マ ック ス相 対 譲 歩 の 原 理 」

は、 例 え ば 、 い わ ば 主流 派 で あ る ツ ォ ィテ ン ー

ナ ッシ ュ ーハ ー サ ニ理 論 にお け る原理 とは 異 な

っ た 結 論 を 出 す。 〈J-B>の ケ ー ス の場 合 は結

果 と して 同 じ結 論 を 出す が 、 常 に そ うな る わ け

で は な い(cL　 146ff.)。 ゴー シェ に よ れ ば 、 彼

ら の論 理 か ら は、 「選 ば れ た 結 果 は二 人 の 者 に

そ れ ぞ れU',V'の 効用 を、 どの 可 能 な 点(U,　 V)

に 関 して も積(U'一Uつ(V'一Vつ を少 な く と

も積(U-Uつ(ザVつ と同 量 にす る よ う に与

え な け れ ば な らない 。 … … か くて 合 理 的 合 意 は、

二 人 が 〈協 力 に よ る剰 余(co-operative　 sur-

plus)〉 に お い て もつ そ れ ぞ れ の く効 用 の 差 〉

[つ ま り協 力 に よ る そ れ ぞ れ の 効 用 増 加 分]の

積 を 最 大 化 す る こ と に な る」(147)。 そ して

ケ ー ス に よ って は 「直観 」(148)に 反 す る よ う

な 「結 果 」 を導 出 す る場 合 もあ る。 これ に対 し

て 、 自分 の 「原 理 」 は 「直 観[日 常 道 徳]」 的

に妥 当 な 「結 果 」 を導 出す る とい うわ け だが 、

ゴ ー シェ は しか し、 よ り原 理 的 に も 自 らの 「原

理 」 の 「公 正 さ」 を説 い て い る。

　 す なわ ち 「ミニマ ックス 相対 譲歩 の原 理 」 を

提 示 した 後 、 ゴ ー シェ は直 ち に主 張 す る。

　 　 ミニ マ ック ス相 対 譲 歩 の原 理 は、 合 理 的

　合 意 の基 礎 と して 働 くだ け で な く、 また 各

　 人 の 行動 に対 す る公 平 な 制約 の基 礎 と して

　 も働 く。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (150)



252 安彦一恵

　では、どのような意味においてか。ゴーシェ

は公平の問題を分配の問題として論 じていく。

そして、「各協力者が受け取る利益 と、行なわ

れる貢献 との比が、できるだけ全員について一

定(constant)、 つ まり同一である」(152)こ と

が必要であると主張する。

　ゴーシェは先ず、効用が財一 以下これを例

えば貨幣の ように 「移転可能(transferble)」

(152)な 財 と仮定す る一 の分け前 「と直線

[一次]関 係 に在る(linear　with)」 と仮定 しつ

つ、[あ るいは、効用は無視 して財の分配だけ

が問題であるとしつつ、]協力的相互行為(「協

同事業(joint　venture)」)に よって産み出され

た財の量が分配の仕方から独立に常に一定であ

ると仮定 しつつ、当事者が二人である協同事業

について次のように言う。

　　各人が貢献に比例した トータル ・リター

　 ンを受け取るなら、協力による剰余の半額

　 を受け取ることになる。二人の間での り

　 ターンの分割は、彼らそれぞれの貢献を基

　礎にしてなされると想定しているので、こ

　 のことは、協力による剰余の産出に等 しく

　貢献 していることを示す。　　　　 (152)

　 ここに出てくる三つの 「貢献」のうち、第一

(貢献X)は 「トータルの貢献」(153)を 、後

二者(貢 献Y)は 、そのうちの 「協力による剰

余」(分 だけ)の 産出への各人の貢献を意味す

る。そしてゴーシェが言っているのは、両者の

問で貢 献Xが 異 なる と して、 トー タル ・リ

ターンがそれぞれの貢献Xの 額 に比例するよ

うに分配 されるならば、貢献Xの 額が相違 し

ていても 「剰余」分の分配は両者間で等 しくな

る、であるなら 「剰余」そのものの産出への貢

献Yは 同量であるとみなされなければならな

い、ということである。

　 ゴーシェは次のような例 を用いて説明 してい

る。 いまAbel(A)とMabel(M)が 、「投資の

スケールに応 じて リターンが直線的に増加す

る」、つま り投資額 とリターン率 とが直線関係

に在 るので、一人で投資するよりも協同で投資

した方が有利であると分かって、それぞれが自

分の資金をもちよって投資 したとする。全体を

1と して、それへのAの 貢献分をr、Mの 貢

献分を(1-r)と し、その1の 投資に対するリ

ター ン率をk、 仮にAが 自分の資金で単独 に

投資 した場合のリターン率をcで あると仮定す

る。そうすると、仮にAが 自分の資金 を単独

で投資 した場合の リターン額はcr、 仮にMが

自分の資金を単独で投資 した場合のリターン率

は[(k-2kr+cr)/(1-r)]、 したがってそのと

きのリターン額は(k-2kr+cr)で ある(141)。

当然協同投資に対 するリターン額 はkで ある

が、これは次のように分配されることになる。

先ず 「協力による剰余」が、[k-cr一(k-2kr

+cr)]=(2kr-2cr)と 定まる。そ してkは 貢

献額に比例 して分配 されるのでAの 分配額は

kr、　Mの 分配額は[k(1-r)]と 定まる。そ し

て同時に 「剰余」か らのAの 取 り分 は(kr-

cr)、　Mの 取 り分は[k(1-r)一(k-2kr+cr)]

=(kr-cr)と 、両者同額に定まって くる(152)。

　 これは、分配に関する主張 としては平等主義

的であると言える。貢献Xの 多少に関わらず、

「剰余」分は等 しく分配するということになる

からである。 しか しながら他方、自身驚 くべ き

ことだと言 うが、「協力に関するこの平等主義

的見解は、 トータル ・リターンは トータルの貢

献額に比例するという理にかなった主張 と完全

に両立することが証示されるのである」(153)。

　 しかしながら、上の仮定が当てはまらない場

合はどうするのか。ここでは各人の効用は(分

配される)財 と 「直線関係」にない。また、分

配の仕方が 「剰余」の量に影響を及ぼす。この

場合公平な分配はどのように可能なのか。

　 ゴーシェはここで、「協力による剰余の公正

あるいは公平な分配が、各人が受け取る利益を

彼 らが為す貢献に関係づけるのであるなら、剰

余に関する各人の公正な分け前は、分け前を要

求 に比例 させ るこ とに よって規定 される」

(154)と して、「ミニマックス相対譲歩の原理」

を提示 したときに使用 した 「要求」に再度着 目

する。そ して先の表示法で[(u-u')/(♂ 一

uつ]と 表せる 「相対的受益」 という概念に即

して、最小の相対受益額が最大になる、極限的

には各人の相対的受益額が等 しくなるべきであ

ると説き、これを 「公正な交渉の原理」(154)

と呼びつつ次のように主張する。

　　協力による剰余の公正あるいは公平な分

　 配は一 したがって、協力的相互行為のた
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　 め の協 同 戦略 の公 正 あ るい は公 平 な 選 択 は

　 一 、マ キ シ ミ ン相 対 受 益 の 原 理 と一 致 し

　 な け れ ば な らな い。　 　 　 　 　 　 　 (155)

　 こ の原 理 に従 う場 合 も、 い ま二 人 の 間 で 「相

対 受 益 」 額 が 等 量 で あ るべ きで あ る と して 、効

用 の 値 が(客 観 的)財 の 値 と 「直 線 関 係 に 在

る」 な ら、 両 者 間 の 〈u`に 対 応 す る財 の 額 〉

の 比 は両 者 間 の 〈uに 対 応 す る財 の 額 〉 の比 と

同 一 で あ る。 また 、 〈各 人 の増 加 した効 用 〉(u

-uつ に 対 応 す る 〈「剰 余 」 分 の 財 の そ れ ぞ れ

の 分 配 量 〉 は 同額 と な る。 先 の 〈Abel-Mabel>

の 例 で 説 明 す る と以 下 の よ うに な る。A ,Mは

両者 と も(可 能 な)最 大 限 の リタ ー ン額 を 「要

求 」 す る わ け で あ る が 、Aの 要 求 額 は[k一(k

-2kr+cr)]=(2kr-cr)
、　Mの 要 求 額 は(k-

cr)で あ る 。 そ して 、　Aの リタ ー ン額 をxで 表

す な ら、 彼 の 「相 対 受 益 」 額 は1(x-cr)/

[(2kr-cr)一cr]}、 同 様 にMの 「相 対 受 益 」

額 は、 彼 の リ ター ン額 が(k-x)で あ る の で 、

1[(k-x)一(k-2kr+cr)]/[(k-cr)一(k-2kr

+cr)]}で あ る。 そ して 両 者 の 「相 対 受 益 」 額

が 等 しい と す る と、x=krと な る。 つ ま りA

の リタ ー ン額 は[全 リタ ー ン額 ×(r/1)]、(k-

kr)で あ るMの リ ター ン額 は[全 リ タ ー ン額

×(1-r)/1]で 、投 資 額 に比 例 した 額 に な って

い る。 ま た 、 「剰 余 」 か ら の分 配 額 は、 そ れ ぞ

れ(kr-cr)で(2kr-2cr)の 半 額 ず つ で 同額

に な っ て い る 。

　 そ して ゴ ー シェ に よれ ば、 相 対受 益 額+相 対

譲 歩 額 は常 に イ コー ル1で あ るの で(155)、 こ

の 「マ キ シ ミ ン相 対 受 益 の 原 理 」 は 「ミニマ ッ

クス 相 対 譲 歩 の 原理 」 か ら、 そ の い わ ば別 表 現

と して 自動 的 に導 出可 能 で あ る 。 したが って 逆

に、 「ミニ マ ッ クス 相 対 譲 歩 の原 理 」 は そ れ 自

身 同 時 に 「公 正 」 を保 証 す る原 理 で もあ るの で

あ る 。

六　「交渉の初期状態」の、あるいは

　　「自然状態」の公正

　五では協力 を規定すべ き 「ミニマ ックス相対

譲歩の原理」の公正さの主張をみてきたが、し

か しなが らゴーシェによれ6x、「我々は、協力

的実践の展 開(operation)を その条件か ら区

別することができる」(118.cf.14)。 そ して、

五でみてきたのは、この 「展開」の公正に関 し

てだけである。「原理」が規定するのは 「交渉

の過程」だけであり、したがって 「公正」の検

討 も 「この過程」に関してだけであった。そこ

ではまだ、「交渉の初期状態」は所与の ものと

されていた。だが、「交渉過程の公正は初期状

態のうちにありうべき不公平を正 しはしない。

実際、過程が公正であっても、初期状態に不公

平が存在するなら、それはその不公平を選ばれ

る協 同戦略へ単純に移転するだけであろう。」

(151)更 に、「交渉の初期状態を公平にする条

件が検討さ」れなければならない。

　 四でみたように交渉は 「初期状態」における

各人の効用を出発点 として始まるのであるが、

厳密 には出発点は、「自然状態」における非 一

協力的相互行為(「 自然的相互行為」)が各人に

もた らす 「結果」(の効用)の ことである。問

題はむしろ、この 「自然状態」がいかなるとき

「公正」か、である。

　 ゴーシェは次のように言う。

　　 [他人を]利 用 しないこと(not　taking

　 advantage)が 、結果が交渉のための初期

　状態を与える限 りで自然的相互行為が満た

　すべき理にかなった公正な制約である。

　　　　　　　　　　　 　　　　 (201)

　　我々は、利用 しないことを、ただ乗 り

　 (free-rider)、寄生者(parasite)を 排除す

　ることと理解する。　　　　　　　 (201)

　 「ただ乗 り(free-rideship)」 「寄 生(para-

sitism)」の不在 として 「公正」が考えられる

わけであるが、前者は 「コス'トの全部あるいは

一部を支払うことなしに利益を獲得する」こと
、

後者は 「利益の獲得において、他の誰かにコス

トの全部あるいは一部を押 し付ける(displace)」

ことである(96)。

　ゴーシェは、この 「ただ乗 り」「寄生」の問

題を 「ロ ック的但 し書 き(Lockean　 proviso)」

の問題として考えていく。ロックはその財産論

において、(狭義の)所 有に関 して 「ひとたび

労働がつけ加えられたものに対 しては、彼以外

のだれも権利をもつことができない」としつつ、

「少なくとも(自 然の恵みが)共 有物として他

人にも十分に、そ して同じようにたつぶ りと残
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されている場合には」としてそれに制約を加え
　 　 り
たが 、ノジックがそれを 「ロック的但 し書き」

と名付けつつ、「他の人々の状況を悪化させな
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の
いことを確保する」 もの として解釈 している 。

ゴーシェはこのノジックに対 して、それは 「強

す ぎる」として、これを修正 して 「自分自身の

状態の悪化を回避するのに必要な場合を除いて、

他人の状況の悪化を禁止する」(203)と いう制

約を採用する。そして、これを自らの 「但 し書

き」として次のように言う3}。

　　自然的相互行為に対する但し書 きより強

　い制約はただ乗 りを許 して しまう。但 し書

　 きょり弱い制約は寄生を許してしまう。

　　　　　　　　　　　　　　　　 (206)

　 「但 し書き」によって 「他人の利用」が排除

され、初期状態における 「公正」が確保される

と主張す るのである。 また逆に見 ると、一

ゴーシェは、基本的にはロック、ノジックの線

で考えているが一 、この制限=「制約」の下

で獲得されたもの(お よび獲得されうるであろ

うもの)が 「権利」を成 し(208)、 それが、

「最初 の所有物(endowment)と して社会の交

渉テーブルにもちださ」れるのである(227)。

　 しかしなが ら、ゴーシェは更に言う。

　　……このようにして利用は為されなくな

　る。しかし平等はまだ保証されていない。

　……但 し書 きは相互行為に対する公平な制

　約であるか。　　　　　　 　　　 (217)

　ゴーシェは、「但 し書き」によって 「他人の

利用」の排除という 〈形式的公正〉がまず確保

されたが、それは更 に、「平等」という く実質

的公正〉をも保証するか、と問うのである。

　 「但 し書 き」のポイン トは、ゴーシェによる

なら、「改善することと悪化させること」であ

る。 しか し、 まさにこの点に関 して、それは

「平等化」「[人々 の]欲 求の充足」については

「何 も語っていない」、「富んだ者 と貧 しい者」

との問題はどうなるのか、という異論が予想さ

れる(218)。 このような異論を意識 しつつゴー

シェはしか しここでは、そうした 「不平等」へ

の配慮を 「要求することは、再びただ乗 りを許

すこと、あるいは、寄生者 を歓迎することの要

求として、公正ではない」(219)、 「但 し書 きに

よって許される不平等は不公平性を何も示さな

い」(217)と 主張する。その際、特にロールズ

が取 り上げ られ(219fの 、いわゆる 「才 能の

プーリング論」が批判される。

　 しかし同時にゴーシェは、上の 「但 し書 き」

による制約に加えて更に 「ミニマックス相対譲

歩の原理」による制約が必要である一 したが

って 「権利」(の 尊重)だ けでは不十分である

一 と言 う。 しか しながら、この 「二つのレヴ

ェルの制約」(223)相 互の関係は不分明である。

223で はこう言われる。

　　 [権利だけで十分であると想定する]彼

　 らは、但 し書きを遵守する人々が、常に完

　全な競争の諸条件の下で他の人々と相互行

　為 しているのであるならば、正当である。

　 ……市場は 〈道徳から自由な領域〉である。

　 しかし、我々の相互行為につ きまとう外部

　性が、権利は必要ではあるが道徳的にみて

　不十分であるということを我々に認識させ

　 る。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (223)

「完全競争市場」においては 「均衡と最適 との
一致」が保証 される(83) 。そこにおける 「結

果」は 「公正」である(cf.95ff.)。 したがって、

更なる 「制約」は必要ない。だがゴーシェによ

るなら、現実の市場はこのようなものではない、

つまり 「失敗」 しているので、そこに 「道徳」

という 「制約」が必要になって くる(cf.113)。

　では、その失敗はどこに起因するのか。ゴー

シェはこれについて一方では、「市場」がかか

る市場であるための 「初期条件」の不充足=

「但 し書 き」の遵守の不成立にその原因を求め

ている(cf.95)。 しかしながら 「原理」は、こ

のような原因に起因する 「失敗」の克服のため

のものではない。そうであるとすると 「原理」

は 「但 し書 き」遵守の不成立下での 「初期状

態」に対 していわば矯正的に関わってくること

になるが、このことは本章第一段落で確認 した

ゴーシェ 自身の考え方、二つの制約が共に遵守

されて初めて 「公正」が実現 されるという考え

方 と矛盾するか らである。 もちろん前段落の

「公正」とここでの 「公正」 とが別のものであ

れば矛盾ではなくなるが、しかし他方その場合、

「原理」は 「完全競争市場」 に対 しても矯正的

に関わって くることになる。それはゴーシェの

認めるところではない(と 一応言える)。
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　 しかしゴーシェは他方、「市場の失敗」の別

の原因をも語っている。逆に言って、市場が

「完全競争市場」であるための(「初期条件」と

は)別 の諸条件をも語っている。上の引用文中

の 「外部性」が不在であることはその一つであ

るが、ゴーシェは市場の 「展開(operation)」

(94)(の 「公正」)の 「前提」(90)と して、これ

を 「結果」が 「最適」であるための要件 としつ

つ(cf.89)、 それに加えて、「結果」が 「均衡」

結果であるための(「確実性下」での)行 為の
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 り
「自由 」 挙 げ て い る(cf.89f.)。

　 「初 期 条 件 」充 足 下 で あ って も 「市 場 」 は 、

こ の条 件 の不 充 足 下 で は 「不 公 正 」 な結 果 を帰

結 す る 、つ ま り 「失 敗 」 しえ るの で あ る。 そ し

て 「原 理 」 は、 こ の 限 りで の 「失 敗 」 を 「克

服 」(96)す る もの な ので あ る。
　 :)

　 　 [20](邦 訳)一209。
　 2》

　 　 [24]一175.(邦 訳)一295.
　 3)

　　但 し16では別の意味をもつ表現もなされて

いる。
　 4)

　　この 「自由」あるいは 「強制」、「外部性の

不在」あるいは 「外部性」の存在 は、「初期状

態」について も、「但 し書 き」がそれぞれ 「強

制」「外部性」を排除すると議論されている。

したがって、ゴーシェの 「初期状態」論に混乱

が見られると理解することもできるのであるが、

我々は 「二つのレヴェルの制約」という考え方

を重視 して、いわば 〈社会状態〉における 「強

制」「外部性」の存在が語られており、そして

その(「市場」を 「失敗」に導 く)影 響 を 「道

徳」が 「克服」すると主張されている、と理解

する。

七　平等あるいはゴーシェ的 「格差原理」

　さてそ うす ると、「権利」=「但 し書 き」だけ

では不十分であるという言明は、平等の配慮へ

と進むための ものではなかったことになる。 し ,

かしそれでは、ゴーシェは 「公正」を十分取 り

入れていないと思われるであろう。特にロール

ズ的立場からするなら、間違いなくそう見える。

しかしながらゴーシェは 『合意による道徳』第

八章で再びロールズを問題 とし、その 「[辞書

的]格 差原理」の導出や、「原理」 と一体 にな

っている 「自然的才能」の扱い方は批判 しつつ

(245-254)、 しかし結論 としては 「格差原理」

的公正を、つ まり 「[実質的]平 等」 を合意す

るような、いわば 〈実質的公正〉を説いている

(262-265)、 と我々は解釈する。

　ロールズは、才能のある人に格差が許される

のは、その能力の発揮の結果 として最不遇の

人々の状態の改善に繋がるからである、として

いる。一 これに対 してゴーシェは、先ずは次

のように批判を加える。ロールズにおいて 「格

差」=「〔特別の〕報酬」が認められているのは、

才能ある者をして社会への貢献へと働か(せ 続

け)し める 「インセ ンチィヴ」としてである。

その者の 「貢献に基づ く権原の承認」としてで

はない(248)。 「我々の自然は社会から離れては

単なる可能性にすぎない」(249)、 それを現実

化するのは社会であるとして、「社会的生産へ

の個人の貢献という観念その もの」が否定され

ている(248)。 さてこのことは、ロールズが功

利主義をそうだとして批判 したまさしくその誤

りを犯 していることを示 している。つまり彼は

「個人の同一性」を無視 しているのである。逆

に 「同一性」を尊重するなら、各自の 「自然的

才能」がその者のまさしく 「同一性」を構成す

るとみなさねばならない。そして、そうである

なら、才能ある者はその 「貢献」によって 「報

酬」への 「権原」を有するとしなければならな

い。 したがって、(イ ンセンチィヴに十分なも

の以上の)「 報酬」を与えないで、その分を例

えば福祉として別の者に分配するならば、「た

だ乗 り・寄生」を許すことになる。「格差原理」

はその意味で不公正を内含しているのである。

　 しかしなが らゴーシェは262-265で 、現実の

社会においては貢献とリターンとは個々の特殊

な社会構造によってそれぞれに規定されている

という事態を直視する。ゴーシェによるなら、

例えば 「女性には抑圧されている能力を男性に

は現実化を求める特殊な社会構造」(263)に は、

そこでも 「リターンは貢献と比例」関係に在 り
　 　 　 の
うるが 、しかしそうであっても 「不公正」が

存在すると言わざるをえない。それは、女性が

能力を現実化 して社会に貢献 し、それに応じて

リターンを獲得することが妨げられているから

である。ゴーシェはこの事態を批判して、仮に
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社会が或る者にとって自分の能力の現実化に最

適合であるような社会構造であるとして、その

なかで可能な貢献というものを考えよ、と主張

する。そして、いかなる 「社会構造」を選択す

るかという観点から、この 「可能的貢献」をリ

ターンに関係づけるべ く、'その 「尺度」として

「社会的相互行為を通 じて実現される剰余に対

してなされ るであろう要求」を措定 し、「この

要求」に基づいて、「剰余」の分配ができる限

り等 しくなる 「社会構造」を一つの理想として

主張する。あるいは、よりテクス トに即 して言

うと、いま自分がいかなる 「能力」をもってい

るかについて無知であると仮定すると、いかな

る 「社会構造」が自分に有利であるか分からな

いので、そのような 〈無知の人〉=「理想的行為

者」は、「剰余」が等 しく分配される 「社会構

造」を選ぶであろう、 と述べている(264)。 こ

れは、一段高次に 「社会構造」の選択に関 して

述べられた ものであるが、ゴーシェ自身言うよ

うに、「社会 を単一の協力的計画」 とみた場合

の 「ミニマ ックス相対譲歩の原理」の選択と同

じことになる。ゴーシェ自身はここで、ロール

ズ的な 「原初状態」からしても 「ミニマ ックス

相対譲歩の原理」が選択されることになる、と

いう趣旨で議論 しているのだが、我々はそこに

含まれる規範的含意に注 目したわけである。

　 さてそうするとして、この主張は、別の 「公

正」概念一 前段藩中の 「不公正」はこれに当

たる一 、換言するなら く実質的公正〉概念 を

前提 している、と言えるのではなかろうか。そ

して、 この拡大 された公正概念は、単 に 〈理

想〉の主張においてだけではなく、すでに 「ミ

ニマックス相対譲歩の原理」のうちにも取 り込

まれていると言えるのではなかろうか。先に、

「市場の失敗」の克服 として 「道徳」が、つ ま

り 「協力」の 「原理」が語られているのを確認

したが、その 「原理」がゴーシェの言 う 「原

理」=「ミニマックス相対譲歩の原理」である必

然性はない。別の 「原理」であっても差 し支え

ない。実際、協力的交渉の 「解(決)」 として

ナ ッシュのを含めて多 くの ものが提示されてい

る。ゴーシェの 「原理」はそのなかにあって一

つの 「解」 を与 えるものにす ぎない。そ して

我々の解釈によるなら、この 〈一つ〉への限定

は 〈実質的公正〉への配慮によって規定されて

いるのである。

　 そうすると、「ミニマックス相対譲歩の原理」

は 「完全競争市場」に対しても、つ まり 〈成功

している市場〉に対 しても一定の 「補完」を行

うことになる。六で 〈と一応言える〉と限定 を

付けたのはこのためであるが、ゴーシェ は実際

270f.では、「純粋な市場における不平等は不公

正を示 してはいない」と述べた後、次のように

も述べている。

　　 [「ミニマ ックス相対譲歩の原理」に従

　 う]協 力は生産物に関して、市場が行 うの

　 よりももっと平等な配分を結果する。なぜ

　 なら……協力 による剰余の産出において

　 様々な諸個人が等 しい貢献を行 うからであ

　 る。この剰余が単一の移転可能な善をなし

　 ているときは、協力者達はこの剰余の産出

　 に等 しく貢献 しているのであ り、したがっ

　 て等 しい分配への権原をもつのである。

　 ゴーシェはここで 「等 しい貢献を行 う」と述

べているが、正 しくは く等 しい貢献を行 ってい

るとみなすべきである〉である。それゆえ、こ

れは一つの規範的言明なのであるが、しかし厳

密には、152で は 「各人が貢献に比例 した トー

タル ・リターンを受け取る」ということからの

帰結 として提示されている(252頁 参照)の で、

この 「各人が貢献に比例 した トータル ・リター

ンを受け取る」ということが基本的な規範的言

明であるともみなしうる。そして、これに対 し

てゴーシェは自身異論を紹介 しているが、この

基本規範は究極的にはゴーシェ自身の 「直観」

に由来するものとみるべきものである。 しか し・

我々はここでは単に、一つの、〈実質的公正〉

に配慮 した、かつ 日常的道徳観からみても妥当

な道徳の提示 として了解しておきたい。

　 五で 「相対受益」額が同額になることをみた

が、我々はまた 〈可能的貢献〉のアイデアにそ

の根拠が在ると解釈することもできると考える。

先程の 〈Abel-Mabel>の 例に更なる仮定 を加

えて、r=0.6((1-r)=0.4)と し、この相違

はAが 男性で、Mが 女性であることか ら帰結

してお り、更にそれは、社会が男性優位の社会

であることから結果 しているとする。そ して例

えばk=1.1,c=1.06と すると、「ミニマ ックス



道徳と自己利害 257

相対譲歩の原理」に従 うな ら、 この場合で も

「剰余」からの分配はそれぞれ0.048で 同額にな

るのだが、この同額であるということは、社会

が女性優位の社会であれば逆に(1-r)が 例え

ば0.6で あ りえたであろうにとい う可能性に根

拠をもつ ものであるとみなすことができるので

ある。

　最後に、先の のの箇所であるが、 したがっ

てこの 「比例」は別の意味のものでなければな

らない。「貢献 とリターンとの比例」といって

も様々なパ ターンが可能である。例 えば、五で

言 う 〈貢献X>に 「剰余」分配が比例すると

いうパ ターンも考えられる。(上 の例で言 うと、

「剰余」からの分配は、この場合はA=0.0576、

M=0.0384で ある。)なぜなら、〈貢献X>は 場

合によっては例えば 〈投資額〉のかたちで目に

見 えるものであるのに対 して、〈貢献Y>は 、

単に不可視であるというだけでなく、更に想定

上のもの、 しかも或る意味では く貢献X>の 或

る部分をダブル ・カウントしたものである一

したがって 〈貢献Y>は 或る意味ではゼロであ

る一 からである。

　以上で、ゴーシェは 「ミニマックス相対譲歩

の原理」および 「但 し書き」の考えで もって特

に 「公正」に関して日常的道徳観に近いかたち

で 「道徳」を提示 していることが確認で きた。

しかしながら、次に進むにあたって我々は論点

の(再 構成 的)整 理を行わなければならない。

というのは、我々は 「原理」を く実質的公正〉

を含意するものと解釈 したからである。一 予

め以下に見ていくことの一部をここで提示する

ことになるが、ゴーシェの議論においてこの

〈含意〉は実 は関わってきていない。それは、

あるいは我々の解釈の不適切を示 しているのか

もしれぬが、しかし他方我々の解釈 を前提 とす

るなら、ゴーシェの議論における首尾一貫性の

欠如を意味す ることになる。つまり、以下ゴー

シェによる 〈道徳の合理性〉の論証を見ていく

のだが、そ れはいわば(一 定の限定内での)

〈道徳一般〉(換 言すれば 「公正」一般)の 合理

性の論証であって、必ず しも く(上の 〈実質的

公正〉を含 む)「原理」によって規定された道

徳〉の合理性 の論証とはなっていない。実際、

以下のゴーシェの論証は、彼の言う 「道徳」だ

けではな くて、何らかの 「公正」(「非生産的移

転」の不在、「貢献 とリターンとの比例」)を含

む 「道徳」には等 しく妥当するものになってい

る。 しかしまた我々は、仮にそうであってもそ

の論証(「 原理」の合理性の証示 というかたち

を採った 〈道徳一般〉の合理性の論証)は 十分

意味 をもつ と考える。そ もそ も我々の問いは

「なぜ道徳的か」であって、その 「道徳」 を更

に厳密にゴーシェの言 う 「道徳」として問題と

することを求めてはいないからである。

　このように以下の議論の流れを整理づけうる

として、次に進みたい。一 ゴーシェは一般的

に 「契約論」的枠組みのなかで(9)、功用最大化

的行為の合理的制約を、人々の間の 「交渉」を

通 じて成立す る 「合意」に即 して考える。「合

意による道徳」(8)と言われる所以であるが、す

なわち 「合意」が この 「原理」「但 し書 き」の

制約に服 している状態が 「道徳性」なのである。

しか し厳密 には、 これ加 えて、人がそうした

「合意」を 「遵守」することもまた 「道徳性」

の内容 とされている。そして、これもまた日常

的道徳観に極めて近いものであると言える。

　 さて、「道徳性」がそのように把握 されてい

るとして、我々の本題は、そういう 「道徳性」

の正当化である。"Why　 be　moral?"の 問いに

対 して回答 を与えることである。『合意 として

の道徳』のメイン ・テーマもそちらの方に在る。

八　「合理性」問題の設定

　では、ゴーシェはいかなるかたちで回答を与

えるのか。すでに予示 してあるように、回答は

〈合理的であるならば道徳的でなければならな

い〉 というものだが、いま厳密に言 うなら、

〈個人が自らの効用の最大化を求めるなら、公

正な 「初期状態」の下で互いに 「協力」的に

「合意」を取 り結び、かつそれを 「遵守」する

という意味で 「道徳的」でなければならない〉

というものである。では、どのようなかたちの

「合意」を取 り結ぶことが 「合理的」であ り、

・また、どのような意味でその 「合意」お よび

「遵守」は合理的なのか。ゴーシェによるなら

問題は二つに分かれる。



258 安彦一恵

　　戦略の[予 期される]結 果あるいは組で

　合意(agree　 on)す べ きであるとして、い

　かなる条件の下で合意は合理的であるのか。

　 これが第一の問題である。これは、協力の

　内的合理性 と呼びうるもの、協力的選択を

　行う合理的仕方に関わる。

　　戦略の結果あるいは組に合意(agree　to)

　 し、その合意に則 って行為することは、い

　かなる条件の下で合理的であるか。これが

　第二の問題である。これは、協力の外的合

　理性に関わる。非 一協力的によりも協力的

　に行為す る方が合理的であるのはいかなる

　 ときであるのかを我々は示 さなければなら

　ない。　　　　　　　　　　　　　 (118)

　第一問題 は、〈「ミニマ ックス相対譲歩の原

理」を採用するときである〉が回答となるが、

我々の議論からみるなら問いのかたちは、この

「原理」に従 うことはいかなる意味で合理的な

のか、ということに在る。第二問題はそれ自身

三つに分かれる。第一問題への回答として、少

しく厳密に別様に言うなら、「原理」が各 「事

前 的(ex　 ante)合 意」を支配する(14)、 つま

り 「合意」の仕方を合理的に規定するのは 「原

理」であることが示 されるのだが、再び我々の

議論の観点から変形 して言って第二問題では第
一に、そもそもいかなる意味で 「協力」の方が

「非 一協力」 より合理的なのかが、第二に、更

に 「交渉の初期状態」が一定の要件を満たさな

ければならない(cf.15)と して、その要件を

成す 「但 し書 き」 を受け容れることはいかなる

意味で合理的かが、そ して第三に、「原理」に

従 った 「合意」 を人々は何故 「:事後的に(ex

post)」 に(も)受 け容 れる、つ ま り 「遵守

(compliance)」 するのか(cf.10.14)、 換言 して、

そこにはいかなる合理性が在るのかが、問われ

なければならない。

九　「ミニマックス相対譲歩の原理」の合理性(1)

　一般に非 一協力的戦略よりも協力的戦略を選

択 した方が個人にとって も有利であるというこ

とを先ずは 「自明」として前提 しつつ(118)

ゴーシェは、「ミニマ ックス相対譲歩の原理」

を提示 した箇所である 「合意による道徳」第五

章で、同時に上の第一問題への回答を試みてい

る。

　先ず、改めて次のように問われる。

　　 〈合意するならば、各人の行為を規定す

　 る協同戦略によってもたらされうる一つの

　結果〉で人々が合意すべ きであるわけであ

　 る。[で は]彼 らの合意はいかなる条件の

　下で合理的であるか。　　　　　　 (122)

　 しかしながらゴーシェは、広 く 「協力関数に

到達するために提案される三通 りの仕方」の検

討から始める。(122)

　我々も認めたことだがゴーシェによるなら、

「個人の選択が合理的であるのは、それが功用

最大化的である限 りにおいてである。[で は]

合意あるいは協力的選択に関して、功用最大化

に相当するものが存在するであろうか。」(122)

一 そういう 「相当物」が自発的なものである

べ きであるとするなら、それは 「各人の選好を

等 しく反映 しなければならない」(122)と 言え

る。そうすると、先ず 「協力者の個々の選好序

列から一つの社会的選好序列を導出」 し、次い

でその 「社会的選好の尺度(指 標measure)を

規定 し」て、「この尺度の最大化 と協力的選択

を等置する」(123)と いう 「社会的選択理論」

の行き方が考えられる。ゴーシェによるなら、

アローの異論が引っ掛かって くるが、適当な修

正を施すことによってそれはかわすことができ

る。 しかしこの行 き方は、「[複数の]最 適結果

[が存在する場合、そ]の 全てを合理的に無差

別に扱 うことになる」(125)。 結局 どれにす る

かの更なる決定が外部から、あるいは 「くじ」

によってなされることになるが、それは、自己

利害を追求する諸個人が合意を形成 してい くと

いう 「実際のダイナ ミックな」(125)場 面を反

映 していない。

　功利主義はこれに対 して、「個人の効用の閥

人格的に比較可能な尺度」を主張することによ

って、複数の諸結果から一つを、つまり一意的

に トー タルが最大 になる もの を選択 で きる

(126)。 しかしなが らゴーシェによればこの行

き方も、仮に個人効用間の比較可能性 を認める

としても問題をもっている。なぜなら功利主義

は、この点では 「社会的選択理論」と同様に、

「人々の問の合意の過程を無視 している」(127)
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からである。人々は、結果の選択に関 して 「受

容者」に留まる。

　 これらに対 して 「合理的交渉の理論」は、実

際の合意形成過程の在 り様を反映 している。

「交渉」 という性格づけそのものがすでにその

ことを表 している。 したがってゴーシェはこの

行 き方を採用するわけであるが、「合理的交渉

の理論」 といって も、更にそのうちで様々な理

論が在 り、我々もすでにその 「原理」を見たよ

うにゴーシェ自身 も 「我々自身の理論」(130)

として彼独自の理論を提示 している。上の二つ

の行 き方 に比べて一般的に 「合理的交渉の理

論」の方が優れているとして、ここでの問題は、

なぜ彼の理論を採用 した方が他の場合に比べて

より合理的になるか、ということである。五で

見たように、主流派のものに比べて彼のものの

方がより道徳的であるとは言いうる。しかし、

問題は 「合理性」である。問題のポイントはや

はり 「要求」に関わる。ゴーシェによるなら主

流派の考え方では 「要求量は恣意的なものとし

て扱われている」(148)。 そのため、そこでも

交渉は当然、.要求 一議歩 一妥結の過程として扱
われているが、それは繰り返 される要求 一議歩

一……の過程 として捉えられ
、そして妥結は要

求 ・譲歩から 「独立」に結果する。こういう捉

え方では交渉の過程は 「ダミー(dummy)」 と

なって しまうことになる。それは、「交渉の本

質」を捉え損なっていることを意味する。これ

に対 して、「我々の理論」は 「実際に交渉 して

いる合理的人間を表現 している」(150)。

　 このようにゴーシェは、他の諸理論を批判 し

て自らの理論の合理性を主張 しているが、 しか

しながらそれは、我々の、そしてゴーシェ自身

の問いに対する回答とはなっていない。ここで

示 されているのは、「ミニマックス相対譲歩の

原理」の、記述として妥当であるという意味で

のいわば理論的合理性である。しかし、求めら

れているのは実践的合理性である。では 「我々

自身の理論」の実践的合理性はどのように証示

されるのか。

十　「制約された最大化者」

しかしながらゴーシェは、この実践的合理性

の問題を 「第二の問題」と一つにしてかなり錯

綜 したかだちで論 じている。『合意による道徳」

第六 ・七章で実践的合理性の諸問題が全般的に

論 じられているが、我々はそれを再構成 しつつ

見ていきたい。

　 ゴー シェ は、 ホ ッブ スが 言 う 「愚 か者

(Foole)」 の以下の主張に反論するというかた

ちで議論を始める。

　　 各人の生活の維持と満足 とはその人 自身

　 の配慮に任されている。したがって、各人

　 がそれに役だつと考えることを行ってなら

　 ない理由はない。だから契約(Covenants)

　 を結ぶも結ばぬも、守るも守らぬも、それ

　 がその人の利益につながることであるなら、

　 それは理性に反することではない。1)

　 これに対 してホッブスは、ゴ「シエによれば、

解釈にもよるが次のように二つの仕方で反論 し

ているとみなせる。第一は、選択の合理性は期

待に依存するものであって、実際の結果にでは

ない、 ということを 「愚か者」に思い出させる、

という仕方である。しかし、重要なのは第二の

仕方であって、それは次のようなものである。

　　 契約を破る傾向をもった人は、合理的で、

　 かつ 自分 の[そ の]傾 向に気づいている

　 人々によって協力的計画への参加者と認め

　 られることができない。したがって、この

　 ような人は、協力する人々には手に入る利

　益を獲得することを合理的には期待できな

　 い。たとえ契約の個々の違反が彼に利益 を

　与えることがあっても、彼をそのような違

　反へと導 く傾向はそうではない。　 (162)

　 ゴーシェは基本的に反論の第二の仕方を受け

入れるのだが、しかし前提つきでである。ゴー

シェによるなら、「愚か者」に対 してこの回答

が十分有効であるためには、「理性と利益 との

直接的な結合」(162)を 破棄 しなければならな

い。そ してその場合は、「契約を履行する傾向

をもつことが自分の利益になるならば、たとえ

その履行が直接には自分の利益にならないとし

て も履行することが合理的である」と言うこと

になるが、「ホッブスは決 してそ う言わない」

(162)。 であるがゆえに彼は後には自分の 「合

理性概念」を修正 して、「主権者の正 しい理性」

をも語るのである。しかしまたホッブスは、利
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己主義的人間観のゆえに、この 「理性」を人間

に 「内在化」させえなかった。 したがって結局、

(外在的ないわゆる)政 治主権による 「強制」

をもって契約の遵守を保証することになるので

ある(163)。

　ゴーシェはこの 「政治的解決」に対して一

コス トの点で最善ではないとして(cf.164)、

またアダム ・スミスの 「市場」的解決に対 して、

「外部性」の現実からすれば非現実的であると

批判 しつつ(164)一 「道徳的」解決を主張す

る(163)。 しか し、その基本的着想 はホッブス

の第二の回答から与えられる。主張のポイント

は、「愚か者」を(自 己利害の)「直線的最大化

者(straightforward　 maximizer)」 と して、 そ

れに 「制約された最大化者(constrained　m.)」

の概念 を対置することである。前者は、まさし

く 「直線的に」、したがっていかなる制約をも

配慮せずに自己の利害の最大化を志向する人で

ある。有利であるなら合意(事 項)を 破ること

にもなる。後者は、自己利害=自 分の効用の最

大化の行為に一定の制約一 この制約がすなわ

ち 「道徳」である一 を課す者のことである。

したがって一旦結ばれた合意は、たとえその後

それが不利になるとして も遵守する(cf.15)。

しか し他方、あらゆる制約を課すのではない。

そ うであるなら、その者は合理的でない(cf.

167)。 基本的には、やはり自己の利害の最大化

を志向する。

　 ゴーシェは次のように定義 している。

　　直線的最大化者は、相互行為の相手が戦

　略をもつ との前提の上で、自分の効用の最

　大化 を求める人である。他方、制約された

　最大化者は或 る状況の下では、相互行為の

　相手が戦略をもつ との前提ではなく、効用

　 をもっとの前提の上で、自分の効用の最大

　化を求める人である。　　　　　　 (167)

これは説明を要するが、ゴーシェによるならこ

ういうことで ある。「直線的最大化者」(以 下

SMと 略記)は 、他の人々によって選択される

戦略を前提にして、その 「個人的戦略」におい

て自分の効用 を最大化 しようとする。これに対

して 「制約された最大化者」(以 下CMと 略記)

は、相手 もまた自分と同 じCMで あるとき、そ

の相手との 「協同」の 「戦略」において、「〈こ

の戦略に則って行為する各人にその状況のなか

で与えられる効用〉と両立可能な最大限の効用

を与える」(167)結 果、しか し厳密に言 うなら

くそのように 「最適」〉かつ 「公正」な結果を実

現 しようとする。換言するならCMと は 「ミニ

マ ックス相対譲歩の原理」を制約として自分の

効用の最大化 を志向する人である。

　 しか しながらゴーシェはなお厳密を期 して、

更に説明を加え、要点を三つ挙げる。

　　第一:CMは 一定の条件の下で行為す る

　よう傾向づけられているが、そのことによ

　ってCMは 、合理的交渉によって指令され

　るであろう単一の協同戦略にだけではなく、

　……自分に利益を与えてくれるどの協同戦

　略にも則って行為する。　　 　　　 (168)

　　第二:CMは 、全員が協同戦略に則 って

　行為するならば 〈大体において最適かつ公

　正〉な結果を生じるであろうときはいつで

　も協同戦略に自分の行為を基づける、とい

　うふうにはしない。CMは 協力への傾向を

　もつが、それは条件付 きのものである。つ

　まり、協力から自分に得 られると期待でき

　る効用を、誰も協力的でない場合に自分に

　期待できる効用と比較して、前者の方が後

　者より大きいとき協力するというふうに傾

　向づ けられているのである。 したがって

　CMは 、他の……人々が協力的に行為する

　であろう尤度(likelihood)を 評価 し、そ

　 して、〈全員が協力的であるとき自分に期

　待できる効用〉ではなくて、協力的である

　人の度合い(degree)の 評価 を前提として、

　〈更に自分が協力的 となった場合に期待で

　きる効用〉を計算 しなければならない。こ

　の後者の効用値が、全員の非 一協力から自

　分に期待できるであろう効用値を上回ると

　きだけ、CMの 制約への条件付 き傾向は実

　際に表現されて協力的協同戦略に自分の行

　為を基づかせる決定に至るのである。だか

　らCMは 、　SMで あると思われる人に対 し

　ては、・・…・搾取さ(exploit)れ ることを避

　けるために自らもSMと して振る舞 う。

　　　　　　　　　　　　　　　 (168f.)

　　第三:CMは 、単に他の人 よりも長期的

　な観点を採 って、直接的な利益を犠牲にし
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て……他の人々によって信頼されることに

よって与えられる長期的な利益を求める人

のことで はない。このような人は本当の

(real)制 約 を示さない。　CMは 、〈どのよ

うに自分の効用を最大化するかについてよ

り効果的に推論する〉のではない。それと

別の仕方で推論する。……CMは 、(i)全員

が協 同戦略 に則 って行為 した場合結果が

〈大体において公正かつ最適〉であるか否

かを、(11)自分がそのように行為 した場合

現実的に期待できる結果が、全員の非 一協

力時よりも多 くの効用 を自分に与えるか否

かを考慮する。この条件の両方が満たされ

るとき、CMは 自分の行為を協同戦略に基

づける。　　　　　　　　　　　　　 (169f.)
1)

　 [16](邦 訳)一173。

十一　「制約 された最大化」の合理性

　 このようなCMに 対してSMも 、場合によっ

ては 「協同戦略」を選択するが(cf.166)、 そ

の場合で も上の条件の(ii)だけが考慮の対象で

ある。(因 にSMは その際、「長期的」観点をも

採用する(170)。)し かしそれは、いわば 「協同

戦略」選択の本来の趣旨に反することであって、

SMの 戦略の基本はあくまで 「個人戦略」に在

る。このCM、 　SMは 共に自らを合理的である

と考える。 どちらが本当に合理的なのか。(cf.

170)

　初期 の議 論 と関連づけるなら、SMは 「利

口」な人、CMは 「道徳的」な人である。そし

て、そこでは 「道徳的」な人の方が 「利口」の

人より合理的であるとは論証できないとされた

わけであるが、ゴーシェはここでその論証を与

えようとす るのである。論証は 〈SM、　CMが

それぞれ自分の方が合理的であるとする論証〉

に対するメタ ・論証のかたちをとる。

　或る者が 自分に、全員が個人的戦略を選択す

るとき期待で きる効用をu、 全員が協同戦略を

選択す ると き期待できる効用をu'、 自分だけ

は個人的戦略を選択 し、他の全員が協同戦略を

選択すると き期待できる効用 をwuと し一 当

然u<u'〈rで ある一 、他の人々が協同戦略

を採る確率 をp一 もちろん0<p<1で ある

一 とす る
。

　 SMは 次 の よ うに論 証 す る:自 分(SM)に 「期

待 で き る総 効 用 」 は[wpu+(1-p)u]で あ る。

CMに 期 待 で きる 総 効 用 は[pu'+(1-p)u]で

あ る。 しか るに 、ゼ>u'な の でpが 何 で あ って

も、 前 者 〉 後者 で あ る。 した が って 、SMで あ

る方 が 合理 的 で あ る。(171f.)

　 これ に対 してCMは 次 の よ う に論 証 す る:仮

に 自分 がSMで あ る とす る な ら、他 者 も私 に対

してSMと して個 人的 戦 略 で 応 じて くる で あ ろ

う。 した が っ てそ の 場 合 自分 に期 待 で きる総 効

用 は(1Xu)=uで あ る。 逆 に 自 分 がCMで あ

る と きに期 待 で きる総 効 用 は[pu'+(1-p)u]

で あ る 。 しか る に、u'>uな の でpが 何 で あ っ

て も、後 者 〉前 者 で あ る。 したが って 、CMで

あ る方 が 合 理 的 で あ る 。(172)

　 ゴ ー シェ に よる な ら、両 論 証 を分 か つ ポ イ ン

トは 、人 がSM戦 略 を選 択 す るかCM戦 略 を選

択 す るか は相 互 に影 響 を与 え合 うか 否 か とい う

こ と に在 る。 しか る に、 影 響 を与 え合 う とい う

方 が 事 実 で あ る(172)。 した が ってCMの 論 証

の 方 が 正 しい 、つ ま りCMの 方 が合 理 的 な ので

あ る。

　 しか しなが ら、 この 〈事 実 〉 は本 当 に事 実 か 。

初期 で は 、 こ の点 につ い て む しろ否 定 的 で あ っ

た 。 そ こで ゴ ー シェ は い ま少 し く厳 密 にみ て 以

下 の よ うに主 張 す る。 この 〈事 実 〉 は選 択 が相

手 に 「知 ら れ る」、 つ ま り人 は 「透 明 」 で あ る

と想 定 して初 め て 言 え る こ とで あ る(173)。 し

か しなが ら初 期 で は 、 この 想 定 に対 して も否定

的で あ った 。

　 で は、 この 想定 を取 り外 して 、 人 は 「半 透 明

(translucent)」 で あ る と した場 合 ど うで あ ろ う

か(174)。 この 場 合 は 、相 手 の 戦 略 を読 み 間 違

え る、 あ る い は 自分 の 戦 略 が 読 み 間違 え られ る

とい う可 能性 が 生 じて くる 。 しか しゴ ー シェ は

こ こで 、我 々 の直 観 的 判 断 と相 違 す るか た ちで

CM戦 略 選 択 の 有 利 性 に か な りの確 率 を導 出 す

る。 い ま、 「[自分 だ け の]違 反[か らの効 用]

の値=1、 協 力[成 功]の 値=u"、 非 一協 力 の

値=u'、 搾 取 され る こ との値=0、 一 〇<u'<

r<1一 と し、更 に、CMが 相 互 に認 知 に成

功 し、 協 力 に成 功 す る確 率 一p、CMがSMの 認

知 に失 敗 し、 かつ 自分 自身 は 誤 りな く認 知 され
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て利 用 さ れ る確 率=q、 住 民 の うち にCMが 占

め る 割 合=CMに 出 会 う確 率=r-SMに 出

会 う確 率=(1-r)一 と して ゴ ー シ ェ は 次 の

よ う に推 論 す る。

　 CMが 他 のCMと の 協 力 に成 功 す る場 合 、 そ

の確 率 はrpで あ り、 また 協 力 時 の効 用 は非 一協

力 時 の効 用 に比 べ て(nu-u')だ け 多 い の で 、

そ の 現 出(effect)はCMに 、 非 一協 力 時 に 対

して[rp(nu-u')]だ け増 加 す る効 用 を与 え る。

CMが 搾 取 さ れ る場 合 の 現 出 は、 同 様 に して 、

非 一協 力 時 に対 して[(1-r)qu']減 少 す る 効

用 を 与 え る。 した が っ て 、CMで あ る な ら{u'

+[rp(u"一u')]一(1-r)qu'}の 期 待 効 用(A)が

得 ら れ る。 同 様 に し てSMで あ る な ら{u'+

[rq(1-u')]}の 期 待 効 用(B)が 得 られ る。

　 CMがSMよ り多 く期 待 で き、 したが って よ

り合 理 的 で あ るの は、 当然A>Bの 時 で あ るが 、

換 言 す れ ば(p/q)が1(1-u')/(MU-u')+[(1

-r)u']/[r(ゴ ーu')]}よ り大 きい と きで あ る。

そ こで 、 「[自分 だ けの]違 反[か らの効 用]の

値=1、 協 力[成 功]の 値=2/3、 非 一協 力 の 値

=1/3 、搾 取 さ れ る こ との 値=0、 と[理 にか な

って]仮 定 す る な ら、(p/q)が[(r+1)/r]よ

り大 きい と き、CMの 方 が 合 理 的 とな る 。 い ま、

更 にCMとSMと が 同 数 で あ る と仮 定 す るな ら、

[例 え ば 、 お お よ そ]出 会 うCMの うち の2/3

と成 功 的 に協 力 し、 出 会 うSMの4/5か らの 搾

取 回 避 に成 功 す る こ とが で きる な ら、CMはSM

よ りも多 くの 利益 を得 る と予 想 で きる(177)」 。

　一 以 上 の 議論 は 、我 々 の観 点 か ら厳 密 に み

る な ら、 「非 一協 力 」 に対 す る 「協 力 」 の 「合

理性 」 の証 示 で あ る。 つ ま り 「第 二 の 問 題 」 の

く第一 の部 分 〉、 そ して 「第 一 の 問題 」 の そ もそ

も の 前 提 に な っ て い る 「合 意 」 と い う こ と

(118)の 「合 理 性 」 の 証 示 で あ る。

十二　「ミニマックス相対譲歩の原理」

　　 の合理性②

　では、「第一の問題」はどう回答されるのか。

ゴーシェは、引き続いて次のように論じていく。

　結論だけ紹介するが大要こう述べられている。

協力的戦略は、上の計算ではまだ 「大体におい

て最適かつ公正」な結果をもたらす戦略ではな

かった。単に 「相互に有利」な結果をもたらす

であろう戦略に留 まっていた。 しかし、「ミニ

マ ックス相対譲歩の原理」は く最適 ・公正〉な

結果を産み出す ものである。そこで正確にCM

を、そのような結果をもたらす協力を選択する

者としてみよう。そうするとして、協力が更に

(限定的に)「大体において最適かつ公正」な結

果 を産むものであれば、上の 〈協力の値〉が1

未満の範囲で元の2/3よ り大 きくなるので、必

要 な 〈(p/q)の最小値〉は小さくなる。つま り、

それだけCM戦 略の有利 さが増大する。(178)

　 したがってゴーシェの議論は、「非明示的に

は、協力は[よ り限定的に]〈大体において最

適かつ公正〉な結果を与えよという要求に訴え

ている」(178)わ けだが、ゴーシェによるなら、

この限定を行った方が(CMつ まり 「道徳」の

合理性の証示のためには)好 都合であるという

ことを示す更なる論証が在る。ゴーシェは先ず

「遵守(compliance)」 について、それを 「狭 く

遵守的(narrowly　 c.)」と 「広 く遵守的(broad-

1yc.)」 とに区別する。

　　全員が従う場合 〈大体において最適かつ

　公正な結果〉を与える仕方で協力する傾向

　をもつ者を、〈狭 く遵守的〉と呼ぼう。全

　員が従う場合、単に広範な非 一協力に比べ

　て何 らかの利益の増加 を自分に与えるだけ

　の仕方において 〔も〕協力する傾向をもつ

　者を、〈広 く遵守的〉と呼ぼう。.　　 (178)

　そ してゴーシェは言 う、後者はいわば 〈最

適 ・公正〉値以下でも少 しで も自分の利益の増

加に繋がるのであれば協力に入ることになるが、

そういう人は 〈自分により有利な協力か ら得ら

れる可能的利益〉を取 り逃がすことになる。 し

たがって、合理的に遵守的であるべきであるな

らば、「狭 く遵守的」でなければならない。 し

かるに、「狭 く遵守的」であるとは、「ミニマ ッ

クス相対譲歩の原理」に従うような 「合意」に

遵守的であるということである。つまり、「原

理」は他のものに比べてより 「合理的」である

わけである。

十三　 「但 し書き」の合理性

ゴ ー シ ェ は また 、 「第 二 の問 題 」 の く第 二 の
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部分〉への回答として、「初期状態」について、

その 「但 し書き」による制約の合理性を次のよ

うに論 じていく。

　　 交渉結果(bargain)を 遵守することが

　 合理的であり、したがって協力的に行為す

　 ることが合理的であるのは、その初期状態

　 が非 一強制的であるときだけである。

　　　　　　　　　　　　　　　　 (192)

　 ゴーシェは先ず 「初期状態において強制を許

す二つの見解」 として、「自然的相互行為の非
一協力的結果を交渉の初期状態と等置する」見

解 と、「脅迫点一 各人の最大限に効果的な脅

迫戦略によって与えられる結果一 を初期状態

と等置する」見解 とを取 り上げ(192)、 それら

を検討 ・批判する。

　 第一の見解はJ.B.ブ キ ャナンによって擁護

されているものである(193)。 この見解のポイ

ントは、ホッブス的な自然状態を仮定 し、そこ

にいわば人々の間の力関係だけで決まって くる

「アナーキーな均衡状態」における自然的配分

(196)を 交渉の出発点に置 くものである。ゴー

シェによるならしか し、ここを出発点として結

ば れる協力 関係 は 「安 定性」 を欠いている

(198)。 この協力関係は、例えば、主人が奴隷

に向かって 〈他の点はそのままにして(コ ス ト

がかかるので)強 制(一 束縛)関 係は解消 しよ

う〉 と提唱 して、そこに産 み出 される関係

(190の のような ものである。このような関係

にある 「元 一奴隷」は、やがてそこを立ち去っ

てしまうであろう。つまり関係は不安定なので

ある。

　第二の見 解は、J.ナ ッシュー」.ハーサニの

「合理的交渉の理論」において展開されている

ものである(199)。 ゴーシェはこれについては

簡単に、「脅迫戦略は用 をなさない(idle)」 と

して退 けている(200)。 ここには、人間を合理

的なものとするゴーシェの仮定が基礎に在る。

人間は合理的であるので 「脅迫」は機能しない

というわけである。

　第一の見解に焦点を合わせて批判を我々の議

論のコンテクス トに適合的に敷衍 しつつ 「但 し

書 き」に繋げてい くと、こういうことである。
一 ゴーシェは 「初期状態における強制」と大

雑把に表現 しているが、厳密には、<ホ ッブス

的な自然状態における人々の問の強制関係を内

含する相互行為、の帰結 としての初期状態〉と

いうことであり、この初期状態における各人の

所有物の配分状態か ら出発する協力関係は 「不

安定」だということである。しかしながら 「強

制」はいわば一つの手段であって、その目的は

「非生産的移転(unproductive　 transfer)」であ

ると考 えられる。だか ら、自然状態において

「強制」を伴わずにこの 「非生産的移転」が行

われるケースも在 る(223の 。本質は 「非生産

的移転」の方に在ると考 えられる。そ して、

「自然状態」から 「非生産的移転」を排除する

制約が 「但し書 き」であり、この 「但 し書き」

の制約の下で各人が 「権利」として獲得 したも

のを 「自分の初期的所有物として交渉テーブル

に もちだ し」(227)て 合意される協力関係であ

って初めて 「安定的」であ りえるのである。

　 したがって我々の議論からするなら、「但 し

書 き」が受け容れられるのは、それが協力関係

の 「安定」に役立つからである。そ して協力関

係は有利という意味でその受容が合理的である

ので、「但 し書 き」の受容 もつ まりは合理的な

のである。』ゴーシェ自身 もこう述べ る。「但 し

書 きの受容の合理性は……社会[つ まり 「安定

性」をもつ関係態D]の 有利 さから帰結する。」

(226
1))　　但 し

、この等置は、この辺 り全体が含意す

るところを前提 としている。

十四　遵守の 「傾向」、およびその合理性

　 さて、このような 「但し書 き」の遵守を前提

として十二でみたように 「狭 く遵守的」である

ことが 「合理的」であるとされるのであるが、

しか しながら、それは本当に 「合理的」であろ

うか。「狭 く遵守的」と限定 し、(十 一で はぜ

=2/3と 想定 したが)仮 に ゼ=3/4と なるとし

て も、CMの 方が合理的であるためには(p/q)

〉[(r+1)/3r]で なければならない。そうで

あるなら、CMは どれほど合理的であると言え

るのか。一 ゴーシェはこのような更なる異論

を予想 しつつ、それに回答するというかたちで

「第二の問題」の く第三の部分〉に回答 してい

く。
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　この予想される異論に対 してゴーシェは、そ

もそも 「p,qの 値を規定するのは何か」(180)

と先ず逆に問う。そ して、CMか ら言うなら、

本質的にはそれは 「他者の傾向を見抜 く能力」

(181)で あ り、CMが この能力を高めれば、そ

れに応 じて自分の方がより合理的である可能性

が高まる、と答える。さてゴーシェがこのよう

に答えるとき、そこには更に次のような回答が

含意されている。この 「見抜 く能力」の或る程　'

度高度の段階を前提 として、〈「違反」一「搾取」〉

の世界 をミニマム化 しつつ、CM的 世界=協 力

の世界 とSM的 世界=非 一協力の世界とへの或

る程度の分化が生 じる。なぜなら、CMはSM

に対 してはSM戦 略を採って対応するか らであ

る。そして、CM的 世界においての方が期待効

用値がいうまでもなく高いので、そこにSMの

CMへ の転換 も促 されて くることになる。 した

がって、rの 値はかな り大きくなることが期待

できる。これは、最初に戻って 〈影響〉がポイ

ントとなって くることを意味するが、ゴーシェ

は明確に次のように述べ る。

　　我々の議論における本質的なポイントは、

　 人の選択する傾向は状況に影響 を与えると

　 いうことである。　　　　　　　　 (183)

　 しかしながら更に、このCM的 世界は、現実

にはCM的 戦略の世界ではな く、CM的 人間の、

つまりCM的 戦略を採用する 「傾向」をもった

人間の世界として始めて成立するものであると

考えられる。上の引用文に明らかなようにゴー

シェによるなら、現実にCM的 世界、　SM的 世

界を構成するのはこの 「傾向」であり、したが

ってまたCM的 世界において利益を享受 しえる

のは、単なる個々のCM的 戦略採用ではなく、

CM的 傾向なのである。

　 このように単に戦略を採用するのではなくて

「傾向」から戦略が選ばれるのであるならば、

行為は一つの定常性 をもつ と考えられる。換言

すれば、行為 はそのつどの効用計算に基づいて

なされるのではないのである。 さてそうである

とすれば、CMは 場合によっては、一CMの

規定 ・説明ではこのことは必ずしも明瞭ではな

いのだが一 白ら不利な行為を行 うことも在 り

える。たとえその後の事情の変化によって 「遵

守」が不利 となる場合でも(あ るいは不利と分

かる場合で も)、一旦合意が取 り結ばれている

以上は、それに則って行為 し続けられる(つ ま

り 「事後的に遵守される」)と 考えられるか ら

である。 したがってここで初期で言 う 「信頼で

きる人」がCMの うちに確保されるわけである

が、ではそのような人は本当に有利であろうか。

そ もそも 「愚か者」が問い、ゴーシェ自身その

回答を自らに課題づけた問いは、まさしくこれ

である。

　 しかしながら、この問いは非明示的にはすで

に回答済みである。ここでいう 〈不利〉を行 う

ということは、「搾取 されること」 といわば等

価1}であり、それはそれ自身は当然まさしく不

利であるが、上の議論を踏まえて言 うなら他者

の傾向を認知する力の増加によってその不利は

かなり低減されうるし、更に、そういう不利 を

覚悟 してCMで あり続けるならば、そ してその

場合にのみ、そこから大きな有利が与えられる

か らである。 したがってゴーシェは、次のよう

に言 うとき 「愚か者」に回答しえているのであ

る。

　　最大化する選択を行う傾向をもつSMは 、

　 自身有利であることを分かっている協力的

　 計画から排除されると予期 しなければなら

　 ない。CMは このような計画に迎え入れら

　 れると期待できる。CMは 、自らの傾向か

　 ら利益を得るのである。そしてそれは、自

　 身が行う[個 々の]選 択においてではなく、

　 選択する機会においてである。　　 (183)

　 さて、このようなCMは 、「ミニマ ックス相

対譲歩の原理」、および 「但 し書 き」に従 う人

間として、一つの 「道徳的」人間である。 しか

しながらその者は、あくまで も自己利害最大化

の追求の結果として 「道徳的」であるのである。

このことの説明 としてゴーシェは、いわばメ

タ・レヴェルで 「傾向」の選択ということを説

く。つまり、このメタ ・レヴェルの選択におい

ては、CMと なる人 も 「効用最大化的」に選択

すると考える。いわば 〈道徳的人間〉であるこ

とを非 一道徳的に選択するのである。したがっ

て、その者は、行為において道徳的であっても、

それは非 一道徳的な理由か らするものなのであ

る。これは、初期のテーゼ=「 道徳的であるこ

とに対する、それ自身は道徳的理由でないよう
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な理由を求めても、人はそうしたものをもっこ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 の
とが で き な い 」(175)に 対 す る 真 っ 向 か らの
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の
ア ンテ ィ ・テ ーゼ で あ る 。
　 D
　　〈同 じ〉 と表現 しなか ったの は、CMの

(大)前 提か らして、それと知 りつつ 「利用 さ

れる」ということはいわばアプリオリに排除さ

れる(、 したがって 「合意」を破棄することに

なる)か らである。 しかしCMは 、〈相手 もま

た遵守的であっても 「合意」を破棄 した方が有

利〉となるように状況が変化 しても、〈合意 し

なかった方が有利であった〉と分かる場合でも

「合意」を遵守 し続ける。その意味で 〈可能的

損失〉を引 き受けているので、〈等価〉 とは言

えるわけである。

　このことは、いわば 〈途中から相手に譲るこ

とも在る〉と・いうことで もあるが、そういう人

が結局は(「迎え入れ ら」れて)有 利になると

いうのであれば、〈始めから譲 る〉人、つまり

「広 く遵守的」である人の方が結局 は有利であ

って、したがってより 「合理的」なのではなか

ろ うか、 と も問える。(理 由づけは異なるが

[19]参 照。)し かしながら、このことは経験的

にのみ答えられる事柄であろう。十七参照。
　 2}

　 　 こ れ は[2]の ペ ー ジ数 で あ る。
　3}
　 　 CL[1]一173,[7]一255.

十五　等しい合理性

　 しかしなが らゴーシェの回答は、まだ完全で

はない。まだ論ずべき点が残っている。それは

再び 「公正」の問題である。我々はすでに、

CMは 単 に 「最適」ではな くて 「最適かつ公

正」な結果が予想される 「協同戦略」を選択す

ると述べられているのをみた。しかしそれは、

「公正」をいわば下からみてのものである。「広

い遵守」が退けられるのもこの観点からである。

では、上からみた場合はどうなるであろうか。

つまり 〈「最適」ではあるが 「公正」ではない

結果〉の方が自分に(よ り)有 利であるという

場合は、自己の効用最大化 を志向する者は 〈最

適 ・公正〉 な結果を選択するであろうか。「ミ

ニマックス相対譲歩の原理」に従う限 りそうし

なければならない し、またそうするのでなけれ

ば本当に 「道徳的」人間であるとは言えないの

であるが、では、そうすることは 「合理的」で

あろうか。ゴーシェは予想 されるこの問いに対

して次のように回答する。

　　 自分を狭い遵守へ と傾向づけることの

　……合理性は、社会の有利 さと、その構成
　 　 　 　 　 　 　 　 ゆ

　 員 の等 しい 合 理 性 　とか ら帰 結 す る。 す べ

　 て の人 が 〈狭 く遵 守 的 以 下(less　 than　nar-

　 rowly　 compliant)〉 で あ っ て、 自 発 的 に

　 〈公 正 か つ 最 適 〉 な結 果 に 導 く協 同 戦 略 に

　 則 って 行 為 す る こ とを否 定 す る な ら、 協 力

　 は不 可 能 で あ る 。或 る人 々が 〈狭 く遵 守 的

　 以 下 〉 で あ るな ら、他 の人 々が もっ と遵 守

　 的 で あ る と きに 限 っ て協 力 が 可 能 で あ る。

　 しか し、 こ の こ とは等 しい 合 理 性 を侵 犯

　 す る。 或 る人 々 が 〈狭 く遵 守 的以 上(more

　 than　narrowly　 c.)〉 で あ る な ら、 他 の 人 々

　 は くよ り少 な く遵 守 的 〉 で あ る こ とが 有 利

　 で あ り、 したが って 合 理 的 で あ る と思 うで

　 あ ろ う。 しか し、 この こ と は再 び等 しい 合
　 　 　 ホ

　理性 を侵犯す る。各人 にとって、〈他の

　人々が[自 分と]同 じくらい遵守的である

　 とき社会が可能 となるに十分なだけ遵守

　的〉であることが合理的である。他の人々

　が くより少なく遵守的〉であっても社会が

　可能 となるというふうにまで遵守的である

　ことは合理的ではない。それゆえ、狭 く遵

　守的であることが合理的なのである。(226f.)

　説明するならこういうことである。「道徳的」

であるとは 「遵守的」であることであるが、 し

かし厳密に言うなら、合意そのものが公正であ

るという前提で、その公正な合意を遵守する、

つまり 「狭 く遵守的」であることである。「相

互に有利」ではあるが 「協力による剰余のライ

オン的配分」(226)を 含む、つまり 「剰余」の

配分の自分への偏 りを含むような 「合意」に遵

守的、つまり 〈狭 く遵守的以下〉であっても、

それは道徳的とは言えない。なるほどその場合

で も、相手が 〈狭く遵守的以上〉一 その或る

場合が 「広 く遵守的」であるが、ゴーシェはそ

れについて、「狭い遵守」のみを 「遵守」 と呼

ぶなら、単なる 「黙従(acquiscence)」 である
　 　 　 　 　 　 　 　 　り
とも述べている(230)一 であるなら、そこに

一定の合意関係が成立する。しかしながら、そ

れは安定的ではない。なぜなら、〈狭 く遵守的
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以上〉であることは合理的ではないからである。

したがって、不安定性は結局、全般的な不利益

を帰結す るので、〈狭 く遵守的以下〉であるこ

とは合理的ではない。しかしながら、こう言え
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ホ

るのは、あ くまで相手もまた合理的 であると
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ゆ

きである。相手が非合理的 であって 〈狭 く・遵

守的以上〉・であるなら、自分の方は 〈狭 く遵守

的以下〉であっても合理的でありえる。 しかし
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 さ

また逆に相手 も合理的 であるなら、「狭 く遵

守的」であることが、つまり道徳的であること

が合理的なのである。

　我々は十三を 「但 し書 きの受容の合理性 は

……社会[つ まり安定性]の 有利さから帰結す

る」 という引用文で結んだが、実はこの引用文

は本章で挙げたものの、一部 「……」で省略 し

た冒頭の部分である。 したがって、「但 し書 き」

遵守の合理性 も、突極的には 〈相手もまた合理
　 ゆ

的 であるということ〉から帰結するのである。

そうであるので、「非生産的移転」を含んだ関

係は 「不安定」なのである。したがってまた、

「狭 く遵守的以下」の者 と 「狭 く遵守的以上」

の者 との関係 も、同様に 「不安定」であるから

「合理的」でないと言 うことができるのである。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の

　 しかしなが ら、〈相手もまた合理的 である〉

とすることは一つの仮定である。その意味では、

〈道徳的であることが合理的である〉というこ

とは一つの仮定を前提 とする。〈相手もまた合
　 　 事

理的 である〉とは換言すれば く全員が等 しく
　 　 　 の

合理的 である〉ことであるが、ゴーシェ自身

も 「道徳は等 しい者の合理的合意において、ま

たそこから生 じる」(232)と 述べている。

　 (半ば自明のことであるが、この 「等 しい合
　 　 ゆ

理性 」は 「完全競争市場」の基本的要件でも

ある。実際経済学は、(「ホモ ・エコノミクス」

として)そ ういう前提を置いている。「均衡と

最適 との一致」=「公正」が実現 されるの も、当

然この 〈要件〉を前提 してである。)
　 1)

　　 ゴーシェはまた、この 「広 く遵守的」 と

「狭 く遵守的」との関係に即 して も同趣旨の議

論を展開 している。(226)

十六　 「道徳」の位置

しか しなが ら、〈「等 しい合理性」 を前提す

る〉とは正確には何のことか。

　我々は六で、市場を 「失敗」へと導き、そこ

に 「道徳」が要請されて くることになる原因に

ついてみた。しかしながら我々の解釈では、道

徳の合理性を論証するここでのコンテクス トに

おいては、この 〈原因〉は 「等 しい合理性」の

前提によっていわば無化されている。十五で確

認 したところがらみるなら、「効用最大化」の

「等 しい合理性」が一 全員が等 しく(、 議論

を単純にするためにここではそう仮定 している

が)か つ 「完全」に 「効用最大化」を目指すわ

けであるか ら、それを妨げるものな当然否定さ

れることになるので一 白らの力によってこの

〈原因〉を結局は廃棄することになるとみなせ

るからである。

　そこで先ず、実際に人々が 「等 しく合理的」

であると前提 してみよう。そうであるとすると、

そこに 「完全競争市場」が現出し、結果 として

は、「道徳」に従った場合と同 じ事態が もたら

されると言える。(但 し、いまは く実質的公正〉

については無視 している。)そ うすると 「道徳」

は不必要になる。では、逆に言って 「道徳」が

必要なのは何故なのか。〈必要〉なのは、やは

り現実には人々が 「等 しく合理的」でないから

ではなかろうか。そうであるから、そのままで

は 「狭 く遵守的以下」の者 と 「狭 く遵守的以

上」の者との、つまり 「不公正」な関係が生 じ

て きて しまうので、そこに 「制約」 としての

「道徳」が必要になって くるのはではなかろう

か。そ して、そういう関係が 「不安定」だとさ

れるのは、現実にはそうでなくて も可能的には

人々が 「等 しく合理的」であるとみられるから

である、 ということにはならないだろうか。 し

たが って、〈前提〉 されて いるの は、いわば

〈可能的な等 しい合理性〉であるということに

なるのであるが、そういう 〈可能性〉の措定は

一つの規範的事柄であって、ゴーシェはここで、

〈認識的中立性〉を破るかたちで規範的な前提

を予め置いているということにはならぬであろ

うか。

　 だが、ゴーシェに厳格に即してみるなら、こ

のようには言えないであろう。恐らく次のよう

に理解するのが妥当であろう。「等 しい合理性」

はやは り現実のものとして 〈前提〉されている。
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(あるいは厳密に言 うと、〈そういう現実〉に定 ・

位するとい うことを前提 としている。)し か し

「効用最大化者」はいわば意志的には 「完全に

合理的」であって も認識的にはそうではないの
　 ユラ

で 、〈「等 しい合理性」の事実〉は個人にとっ

ていわば 〈不透明〉である。だからそのままで

は、相手が(意 志的に)「完全に合理的」では

ないという思い込みをもって一 場合によって

は必要になって くるであろう 「強制」の 「コス

ト」はそう大 きいものではないであろうと予想

しつつ、 また、「外部性」に対 してそれほど強

い批判はないであろうと予想 しつつ一 「狭 く

遵守的以下」 に対することにもなる。しかし、

そこに一定の 「合意」関係が存在するとしても、

「等 しい合理性」のゆえにそれは 「不安定」で

ある。そして またそのゆえに、この 「不安定」

性の解消 として 「道徳」なしで も結局は 「公

正」へ と至るであろう。だが、それは多大の

「コス ト」を要することである。「道徳」は、こ

の 〈不完全知〉に対するいわば 〈完全情報〉で
　 　 　ラ

ある 。(あ るいは 「道徳」とは、仮に 「効用最

大化者」が認識的にも完全であるとすればそこ

に現出するであろう過程の記述である。)し か

し、それは諸個人に対 しては超越するものであ

る。それゆえに 「道徳」は、そもそも 〈命令〉

一 但 し、カントにおけるように 「意志」に対

してではなく 「知性」に対 して一 なのであ り、

また 「見える手」ではあるが、市場における

「神の手」の ように機能するのである。(な お、

「神の手」が存在するから、「完全競争市場」で

は諸個人の認識的不完全性の下で も 「完全」で
　 　 　 　 　 の
あるのである 。)であるがゆえにゴーシェは次
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の
のようにも説 くのである 。

　　見えざる手が……失敗するところで、協

　力が見える手を差しのべる。　　　 (113)
　 1〕

　　この二つ の種類の 「[実践的]合 理性」概

念が実際ゴーシェにおいて用いられている。例

えば 「個人が合理的に行為するのは、自分の最

大の利害あるいは利益を求めるとき、そしてそ

のときだけである」(7)というふうに語られると

きは、〈意志 的合理性〉の概念が用いられてい

る。そ して、〈道徳的であること〉はこの く利

益志向〉に対 していわば手段として最適合なの

であるが、それは換言すれば く道徳的であるこ

と〉は 「合理的」であるということである。こ

の場合の 「合理性」・は一 手段選択がその人の

知識に依存するのでこう呼びうるのであるが

一 〈認識的合理性〉である。一 ここで、十

五(に 限るが、そ)の 「合理性」をこの二つの

概念に振 り分けて再読して欲 しい。・を付けた

ものが く意志的合理性〉である。(な おここで

は、「理性 と道徳 との結びつ きを緩 め」 る三

「要素」(230f.)に ついては、一 この うちの

特に 「技術における差異」についそは、その反

対の状態が 「同等性」 として 「合理的道徳」成

立の要件 とされているのだが(308f.)一 捨象

して要約している。)

　 さて、この 〈利益志向〉と 「道徳」との く関

係〉の(完 全)知 はゴーシェのものではあって

も、諸個人自身のものではない。もちろん他方

では諸個人自身も認識的に 〈いかなる戦略が再

適合的か〉と合理的に考慮するわけであるが、

それはそもそも確率論的なものであって、その

〈知〉は限界性をもっている。その 「不確実性」

の、したがって確率論的対応の基礎は他の人々

の 〈意志的合理性〉に関する 〈不完全知〉に在

る。しかるにゴーシェによれば人々は 「等 しく

合理的」であ り、そ して 「道徳」はその 〈事

実〉を前提とした く処方〉なのである。それゆ

えにまた、「道徳的」であることは(外 部から

見て)最 も 「合理的」なのである。
　 2)

　　この意味でゴーシェは道徳を、意志の事柄

としてではなく、知の事柄 として考えていると
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ネガティヴ

言える。但 し、言うとすれば く消極的主知主義

者〉である。
　 3〕

　　六でみたようにゴーシェは 「完全競争市

場」の 「前提」として 「確実性下での自由な行

為」を挙げているが、これは上のこととは別で

ある。「アダム ・スミスの言う神の見えざる手

は……経済学者の分析によって見えるようにさ

れる」(89)の ではあるが、諸個人自身が 「経済

学者」であるわけではないのである。
　 4}

　 我々は、このような理解が、道徳への 「動

機づけ」の点で一 しかし通常 とは違うかたち

で、〈なぜ 「道徳」を信用するのか〉 という問

いの生起 として一 なお問題を生 じさせて くる

ことを、そして[6]で は、この 「動機づけ」

への配慮のもとで 「合理性」を 〈認識的〉なも
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のに傾斜 させて議論している一 「道徳の要求

と自分自身の 〔欲求〕充足との関係を知ってい

る者は……こ.の道徳の要求を遵守するように動

機づけられると期待しうる」(9ト ーの も知って

いる。しか しながら、この行為者 自身における

「知」はそ もそ も 「道徳」を不必要にするので

はなかろ うか。「等 しい合理性」 を更に 〈認識

的に(も)等 しい合理性〉と解するなら、全員が

そのような 「知」をもっていることになるが、

そうであるなら、そもそも 〈なぜ道徳(の 方)

か〉という問いは生 じて来ないのではなかろう

か。社会には、エゴイスティックにやってもう

まくいくと思っている人もいて、そこにこの問

いが生 じてくると考えられる。また、したがっ

てそういう 「知」も存在 していて、そこに二つ

の 「知」の並存状態が在るわけであるが、ここ

から見るなら く道徳知〉も諸個人にとっては不

確実なものであ り、そこに く道徳知〉=「 道徳

〔的傾向〕」の選択は一つの く飛躍〉の側面をも

って くるのではなかろうか。註1)と の関係で

言 うと、〈「道徳」が説 くとζろ〉 として 〈関

係〉はなるほど見えてはいる。だから 「協力が

見える手 を差 しのべている」のであるが、〈そ

の手につかまるか否か〉というところに一つの

く飛躍〉が在 るのではなかろうか。

　 このように理解 して くると、三でみた 「個人

の立場」の貫徹一 この立場が貫徹されると、

「道徳」の 「正当化」に加えて同時に 「動機づ

け」にも成功するという構造になっている一

が危 うくなることになる。因に[6]は 、本来

のテーマはベイヤー批判ではあるが、"Why　 be

moral?"に 対 して(否 定的ではないが)消 極

的に回答 している。

　 道徳の 「動機づけ」には一 宗教 の場合 は

「信」ということでいわばけりがっ くのである

が一 やは り自己利害 とは別の、例 えば 「慈

愛」 といった要素が要るということであろうか。

しかしまた、「道徳」と 「利害」との関係を前

提 してみるな ら、そうした 〈要素〉は、〈知の

欠陥〉の単なる 〈補完〉に過ぎないという可能

性 も在る。

十七　 「なぜ私は道徳的であるべきか」

　以上が我々の議論から再構城 的に見たゴーシ

ェの主張の大要であるが、では、ここにおいて

ゴーシェは"Why　 should　I　be　moral?"1こ 回答

しえているであろうか。

　 この問題の回答に関してゴーシェが決定的ポ

イントとして提示 しているのは、ポップスは上

の問いに対する回答の基本的方向を提示しつつ

も、なお 「なぜ合理的な人は合意された制約を

事後的に遵守するのか」(10)と いう部分問題に

は回答 し切れなかったとして、そこに考案 した

「制約 された最大化」 とい う合意 「遵守」の

「傾向」の概念、および、その 「合理性」の論

証である。

　 しか しながら、ここには問題にすべ き点がな

お二つ在る。一つは、一 十四の註1)と も関

わるが一一そのような 〈行為は道徳的であるが、

基本的には自己利害の最大化の志向をもつ人〉

は本当に協力関係に受け容れられるであろうか

ということである。これに関してゴーシェは、

「制約された最大化は戦略的選択に関する傾向

であるが、その傾向はパ ラメーター的に選択

〔一 この選択においては行為者は、自分の行

動を固定した環境における唯一の変数であると

みなす(21)一 〕されるであろう。しか し選択

への諸傾向間の選択 というアイデアは、選択へ

の合理的傾向は効用最大化的であるという基礎

的 な要求 を表現す る発見法的装置であ る」

(183)と 述べる。問題は、このような 「発見方

法的装置」を用いることが妥当か とい うことに

還元される。普通の言い方に換言すると、いか

なる傾向を選択するかの選択そのものがいかな

るものであるかは、それ自身はどのようなもの

であっても選択される傾向は同じなので、その

相違は他の人々に影響を与えない、と言いうる

かどうかということである。しかしながらこの

ことは、経験的に決まる事柄であろう。我々は、

この 〈経験的事柄〉を概念分析的に議論するの

は一つの誤りであると考える。こういう問題は

専ら 〈科学〉に委ねるべきであろう。

　 第二は、第一とも関わって くるのだが、この

ようにあ くまでも効用最大化の合理性が基礎に

在るのであれば、十で見たCMに 関する説明の

第三点は本当に言えるのか、というものである。

つまり、初期ゴーシェのタームを使って言 うと、
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CMは 結局は 〈短期的利益には目をつむって利

口に長期的利益を志向する〉人ではないのか。

これに対 してはゴーシェは明確に、そうではな

いと断定 している。但 し、どのようになのかは

表面的には明瞭でない。十六の続 きとして敷衍

的に紹介するが、CMは 長期的観点 に立 って

(自分で計算 して)〈 当面は不利であっても 「公

正」であった方が結局は得になる〉と考えるの

ではない。いわば自分では くはっきり分からな

い>1)から く公正である方が得になるので従え〉

という道徳の命令に服するのである2)。

　 しかしなが ら、そうであるとしてもそれはや

はり 〈得になるから〉という理由で 「道徳的」

であるのであって、やはり 「利口的」であるの

ではなかろうか。ゴーシェ自身 〈傾向の効用最

大化的選択〉.と言っているが、それはいわばメ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の
タ ・レヴェルでの 「利口的な人」 であるので

はなかろうか。こういう人が本当に 「道徳的」

人であろうか、というわけであるが、我々はこ

こでゴーシェに一つの反論を提供することがで

きる。一 このような異論は、「動機主義」あ

るいは 「義務論」を前提 とした、したがってそ

れ自身 〈非 一中立的な〉議論なのではなかろう

か。ゴーシェの言う 「道徳」は確かに通常道徳

が問われる場合の 〈深さ〉を欠いているとは言

える。この 〈深い〉次元からみるなら、ゴーシ

ェの言う 〈傾向の選択〉は、やはり 〈利口〉的

にみえる。そのようにして選択された傾向は、

そこから出てくる行為は道徳的なものであって

も、真の意味ではまだ道徳的ではない、という

ふうにも言 うことはできる。 しか しなが ら他方、

そこまで行かなくとも十分道徳的であるとも言

えるのではなかろうか。例えば 〈商道徳〉とい

う場合は明 らかにそうである。そうすると、む

しろ 「道徳」の定義がポイントとなって くる。

そ して 「道徳」を或るかたちで定義するなら、

上の異論は一 そ して同時に、初期における二

C.の く再反 論〉 も一 いわばポイントレ:スと
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 り
して退けることができる 。(ゴ ーシェ的な道徳

は結局は 「利 口」が基礎にあるので真の 「犠

牲」の余地 をもたない、という 「利他主義」的

な(初 期における自分 自身の)異 論に対 しても

同様 に反論することがで きる。)少 なくとも、

そのような異論は く道徳的であることは(ゴ ー

シェ的意味で)合 理的であるか〉という問い

(cf.2)を そ もそも成立不可能にす る、 とは言

うことができる。つまり、問いは先ず 「道徳」

の意味の限定を要求 しているということである。

　 しかしながら、我々が十五の最後で確認 した

点は決定的な問題性を含む。ゴーシェは結局、

「等 しい合理性」を前提 としている。それは、
"Wh

y　should　I　be　moral?"の 問いに対 しては

く認識論的中立性〉を犯す ことにはならないで

あろうか。こういう前提の置 き方はなるほどベ

イヤーのものとは違 う。 しかそうであって も、

全員が等しく合理的であると前提 していること

は、或 るかたちで"we"を 議論 において用い

ていることになる。そ してその意味でゴーシェ

も、"Why　 should　I　be　moral?"に は回答 し切

れていない。一 ひとまずこう言えるであろう。

　 しかしなが ら、ゴーシェに好意的に次のよう

に言ってみることはできる。「道徳」は一つの

特殊な現象、つまり 〈人々が皆(自 己利害の追

求において)合 理的であるような世界〉におけ・

る現象である。そうでない世界においては 「道

徳」 はそもそも存在 しえない。 したがって、

「等 しい合理性」の前提へ の批判は、い わば

〈「道徳」という選択肢の存在 しない世界〉につ

いてまで 「なぜ道徳的か」の問題を考えよとい

う一つの不当な要求を含むのである。もちろん

ここで言う 「道徳」はそれ自身限定されたもの

である。そして、道徳を別様の限定の下で問題

とす ることも可能であろう。 しかし例えば、

我々の社会である、あるいはその一つの自己理

解である く近代社会〉において問うているとき

は、むしろこの限定は当然のことではなかろう
　 の
か 。 そ して こ の 限 定 を 置 く こ と は 、 回 答 が

"
we"に 依 拠 す る と い う こ と とは論 理 的 に 異 な

る の で あ る。 こ こで 問 題 とな って くる こ と は、

問 い を問 うと き、 言 っ て み れ ば どの よ うな 〈問

い 一空 間 〉 で 問 うて い る の か、 とい う こ とで あ

る。 換 言 す るな ら、 い か な る地 平 で 問 い を立 て

てい るの か とい うこ とを問 うい わ ば プ ロ ブ レマ

テ ィ ックス が先 行 しな け れ ば な らな い とい うこ

とで あ る 。
　 D

　　これは、〈相手の傾向を知る〉ということ

とは矛盾 しない。知 りえないのは、〈相手がど

れ くらい効用最大化的か〉という量的なもので
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ある。前者はこれに対 して質的なものであって、

だから比較的推量し易いと言える。
　 2)

　　例えばヘアの 「道徳」の位置づけもこのよ

うなものである(cf.[15])。

　少 し飛躍するが、そうであるなら 「道徳」は

パスカルにおける(賭 けの対象 としての)「信

仰」(cf.[25](訳)一233節)と 構造的には同 じ

位置を占めることにならないであろうか。しか

るに、 もちろんそこでは 「利害」ではな くて

「幸福」が準拠点 となっているのではあるが、

そのようにして選ばれた信仰に対して 〈本当に

宗教的か〉 とは問われていないように思われる。

但 し、この点本稿筆者はまった く素人であって、

例えばストア的な立場からは批判が在るのか も

しれない。 しか しまた、カントが言っているよ

うに、利害に対する道徳とは違って宗教は幸福

といわば く内的な関係〉をもっていて、それが

く本当に宗教的か〉という問いを不成立にして

いるのかもしれない。
　 3}

　　永井([21])の 言 う 「賢慮的(prudencial)」

はこのレヴェルのものであるが、但 し永井の問

題の処理の仕方は我々とは違う。別に検討を要

す るが、い まの ところ、(初 期)Foot的(cf.

[14])で はないかという印象をもっている。

　ゴーシェは、平た く言 って、〈道徳が効用最

大化に繋がることを証示する自分の理論は、効

用最大化的である普通の人々に対 して説得力を

もつ〉 と考 えているが(cf.1fL)、 そういう意

味で 〈理論〉には一定の指針が在ると言える。

しかし、道徳が効用最大化 に繋がるか否かはや

はり他人次第であるのではなかろうか。そして、

他人がどうであるかは、究極的には 〈経験〉に

よって知られるのではなかろうか。そこに、こ

の 〈経験〉に長けた人が最も有利に生 きうると

い うところが出て くる。(ヘ アも、常識的に、

つまるところはこのような く経験〉に訴えてい

る。)い ま、 〈有徳性〉 の要 素 を取 り去 って

("c"が それを含意 している?)、 このような人

を 「賢慮の人」と呼ぶなら、それがつまり永井

の言う 「賢慮」の人であるのか もしれぬ。
　 4)

　　 〈「義務論」 と 「目的論」 とは どち らが

「道徳的」か〉 と問うてみた場合、なにか奇妙

な感 じがするが、その奇妙さが、このような異

論にも伴 うということで もある。

　 5)

　 　 ゴ ー シェ 自身 、 グ ラウ コ ンの問 い に対 して 、

ヒュ ー ム を援 用 しつ つ 、 こ の よ うな 〈限 定 〉 に

よ って 退 け て い る(cf.306ff.)。 グ ラ ウ コ ンの

問 い に は 当然 ソ ク ラテ ス=プ ラ トンの 回 答 が 在

るが 、 そ れ は、 そ れ を受 け継 い で い るニ ール セ

ンの も の(cf.[23])と 同 様 、 〈論 点 先 取 の 誤

り〉 を犯 して い る よ うな印 象 を受 け る。 問 い は

ゴ ー シェ の よ うに答 え られ て もい い の で は な か

ろ うか 。

　 か くて 我 々 は、"Why　 should　I　be　moral?"

の 問 い は 、先 ず問 い 自身 を問 う こ と を求 め て い

る、 と言 わ ざる を え ない 。 そ して こ れ は 、 もは

や ゴ ー シ ェ の議 論 を越 えた 問題 で あ る。 こ こで

欄 筆 す る所 以 で もあ る。
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